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編 集 ・ 発 行 　椿 本 和 幸

　最上川中流・上流緊急治水対策プロジェクト着工式　7月17日
令和２年７月豪雨で大きな被害が発生した最上川中流・上流において、山形県と国、沿川の市町村が連携して緊
急的な治水対策を行う「最上川中流・上流緊急治水対策プロジェクト」のうち、被災した施設の河川災害復旧工事
を中心に鋭意進めているところです。
　今後、昨年の被害を踏まえた新たな河川整備が本格的にスタートすることから、着工式を執り行いました。（主催
　山形県、国土交通省東北地方整備局）
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令和４年度 

 
 

水 管 理 ・ 国 土 保 全 局 関 係 

予 算 概 算 要 求 概 要  

令和３年８月 

国土交通省 水管理・国土保全局 
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令和４年度 概算要求の概要

本

気候変動による水災害の頻発化・激甚化を踏まえ、防災・減災が主流となる安全・安心な社会を実現するた

め、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」も活用した事前防災対策を完成年度の目標を持っ

て計画的に実施するとともに、水災害リスクを踏まえたまちづくり等の流域治水関連法を活用した取組、国土

強靱化に資する!"の取組、持続可能なインフラメンテナンスの実現に向けた取組等について、あらゆる関係
者が協働して行う「流域治水」の考え方に基づき現場レベルで本格的に実践する。

・ ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践

・ 国土強靱化に資する!"の推進
・ インフラ老朽化対策等による持続可能なインフラメンテナンスサイクルの実現

・ カーボンニュートラルの推進

・ 公衆衛生の強化等のための下水道の持続性向上

(
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予算の内訳

〇 一般会計予算

○東日本大震災復興特別会計予算（復興庁所管)

単位：億円

単位：億円

（四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。）

令和４年度 概算要求の概要

#

対前年度

倍　率

一般公共事業費 !"#$%" %#&"' !(!$
治　山　治　水 !"#")& $#*!) !(!$
　  治            水 *+&*, &+$-% ("(&
  　海            岸 (%& ()' ("(&
住宅都市環境整備 &%* &*! !(!$
  　都市水環境整備 #*) #)( ("(&
下　　水　　道 *&' '+) !(&"

,*!%- ,*!%- !(""
'&% *"& "($*

行政経費 !! !" !(!$
合　　計 !!#++! %#)!. !(!)

事　　　項 令和4年度 前　 年 　度 備考

災害復旧関係費

1．本表のほか、令和３年９月１日設置
予定のデジタル庁一括計上分として62
億円がある。

2．＜＞書は、水管理・国土保全局以外
の災害復旧関係費の直轄代行分を含む。

３．本表以外に、省全体で社会資本総合
整備17,732億円がある。

対前年度

倍　率

復　旧 ,( %, '"))
合　　計 ,( %, '"))

事　　　項 令和4年度 前　 年 　度 備考

１．本表以外に、省全体で社会資本総合
整備103億円がある。

〇 一般会計予算

10,367

524

災 復 429
<519 >

11

計 11,331

（注）四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

※上記以外に、省全体で社会資本総合整備17,732億円、社会資本総合整備（復興）103億円がある。

うち 河川関係 8,642億円、砂防関係 1,546億円、
海岸関係 178億円

< >書きは、水管理・国土保全局以外の災害復旧関係費
の直轄代行分を含む

12 11 の の

る る の 予

の 関 る る

の の の い な る の

な内 い 予算の い る。

の の の

令和４年度 概算要求の概要

一 災
本

DX

（注）この他に工事諸費等がある。

7,440

100

2,133

○東日本大震災復興特別会計予算
（復興庁所管)

復 復興
（ 復 復興

37

21

$※上記以外に、令和３年９月１日設置予定のデジタル庁一括計上分として62億円がある。
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気候変動による水災害の頻発化・激甚化

⃝ 短時間降雨の発生回数の増加や台風の大型化等、既に温暖化の影響が顕在化しており、今後、さらに気候
変動により水災害の頻発化・激甚化が予測されている。

⃝ 近年、全国各地で毎年のように大規模な水害が発生し、甚大な人的被害や経済損失をもたらしており、令和
元年度の水害被害額は統計開始以来最大の２兆１,８００億円となった。

出典︓気象庁ＨＰより（一部加筆）

1982年8月上旬 2020年8月上旬

日本近郊の海域平均海面水温は上昇傾向
2019年までの100年間で約0.9～1.5度上昇

近年の日本の水害短時間強雨の発生回数が増加

海面平均水温の上昇

※気象庁資料より作成

一般的には台風は海面
水温が２６～２７℃以
上の海域で発生すると
いわれており、海面水
温が高いほど、台風は
より強くなる。

※台風の発生・発達は海
面水温以外にも大気の状
態も重要な要因であり、
海面水温が高いだけでは
台風の発生・発達につな
がりません。

①平成27年9月関東・東北豪雨

鬼怒川の堤防決壊による

浸水被害

（茨城県常総市）

小本川の氾濫による

浸水被害

（岩手県岩泉町）

②平成28年8月台風10号

④平成30年7月豪雨

小田川における浸水被害

（岡山県倉敷市）

③平成29年7月九州北部豪雨

桂川における浸水被害

（福岡県朝倉市）

⑤平成30年台風第21号

神戸港六甲アイランドにおける浸水被害

（兵庫県神戸市）

⑦令和元年東日本台風

千曲川における浸水被害状況
(長野県長野市)

⑧令和2年7月豪雨

球磨川における浸水被害状況

（熊本県人吉市）

③

②

①
④

⑥

⑦

⑤

⑧

平
成
27
年
�
29
年

平
成
30
年

六角川周辺における浸水被害状況

（佐賀県大町町）

⑥令和元年8月前線に伴う大雨

令
和
元
年

令
和
２
年

,

１時間降水量50mm以上の年間発生回数
（アメダス1,300地点あたり）

時間雨量50mmを超え
る短時間強雨の発生件
数が増加
（約30年前の約1.4倍）

!"

!"!"
!"

#$#$
#%

#&#&

#%

#$#$
#$

#$
!"

令和４年度 概算要求の概要

気候変動の ドに した たな水災害

⃝ 気候変動の ドに した たな 本的 を うた 、以 の を 。
・ 本川 の なら や 川な の 小 川も 、 全 で、国、 県、市町 、地元 や な の ら る
関 が して り 水 。

・ 令和 年 月に 後最大 水等に した 川 と での を た 水 を ・ し、本
的に での を開始。 水 の を る 的 水関 を 年 に 。

・ 21 の 来に るた 、温暖化の影響を ら 水計 に し、 長 的 計 的に を る ととし、
、 ド の長 計 で る 川 本 を し、 水 の 化を う。

水 の

水 の を る 的 水関 を
令和 年 月 ら し、&&月より関 る全ての が さ
れ、 ら る関 が して う 水 が本 化

の 水 の

水 の

①氾濫をで る け防 、
ら

・ 水 の
・ 、 堤 等

②被害 を さ る
た の
・ 地 規 、 、 等

③被害の 、
・ のた の
・水害 の 地
・長 予測の 開発
・ 水 等の 、 水 化 等

水 を し、本 的に の
を開始

令和 年 月に全国&" の 水
と&#の 水 において、
水 を ・

%

※出典︓ 気 を まえ 水 のあり
（ 年 月）

（ 海 を く） 1.1
海 1.15

手済 水

ピーク流量

川水

将来の降雨量
の増加を反映
（1.1倍）

基本方針
（改定案）

現行
基本方針

基本高水改定

１９,０00m3/s

２４,０00m3/s

約１．２６倍

ピーク流量

川水

将来の降雨量
の増加を反映
（1.1倍）

基本方針
（改定案）

現行
基本方針

基本高水改定

7,200m3/s

8,700m3/s

約１．２1倍

川水 川水 の 川 本 の変 に いて、令和 年８月時 において

川水
川水

球磨川水

近年、大規模な水害が発生した の 水
が長 的な （ 本 水）を

回った水 ら 、 川 本
を

＜今世紀末時点での地域区分毎の降雨量変化倍率（２℃上昇）＞

気候変動を踏まえた基本高水
100年～200年に１回程度発生する氾濫防止のための施設整備の長期目標（流量規模）

令和４年度 概算要求の概要

あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」

治水 第 802号令和３年 8月 31日発行
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５か年加速化対策等を活用した事前防災対策の加速化（信濃川水系の例）

県境

流域界

河川

大臣管理区間

既設ダム(直轄)

堤防決壊箇所(令和元年東日本台風)

令和元年東日本台風浸水範囲

凡 例

※事業箇所は主要箇所のみ記載

： ５か年の実施予定事業

：令和７年度以降も継続

大河津分水路事業（河川事業（国）） 寿町排水ポンプ場整備
（下水道事業（長岡市））

○ 令和３年３月に公表した信濃川水系流域治水プロジェクトに基づき、信濃川水系の根幹的治水施設である大河津分水路改修、
立ヶ花狭窄部等の掘削、ダム再生、本支川における築堤や河道掘削等の河川改修、排水機場の整備などのハード対策を計画
的に実施するとともに、 「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」も活用し段階的な治水効果の発現を図るなど事
前防災対策を加速化。

信濃川水系 流域治水プロジェクト

浄土川改修（河川事業（新潟県））

■河川対策
全体事業費 約６，３０４億円
対策内容 河道掘削、堤防整備 等
■砂防対策
全体事業費 約１，１３１億円
対策内容 砂防関係施設の整備 等
■下水道対策
全体事業費 約８９５億円
対策内容 雨水貯留施設整備 等

【事業費（ R2年度以降の残事業費）】

※流域治水プロジェクトの一部の事業のみを記載■ロードマップ

国・県・市による一体的なハード整備で、段階的に効果を発揮
【第１段階】信濃川中流部（長岡市等）において再度災害防止対策を令和７年度までに完了
【第２段階】信濃川・千曲川において、令和元年東日本台風の被災区間における越水防止が完了

５か年加速化対策 期間（令和３年度～令和７年度）

信濃川 【国】

災害復旧

遊水地整備(信濃川中流)

千曲川・信濃川【長野県】【新潟県】

災害復旧

築堤・河道掘削

築堤・河道掘削
災害関連事業
完了（.-）

大河津分水路改修

災害復旧完了/.$0

災害復旧完了/.$出水期まで0

遊水地整備
完了/.-0

築堤・河道掘削
完了（.-）

支川改修・排水機場整備 支川改修・排水機
場整備完了/.-0

築堤・河道掘削
完了/.-0

先行低水路掘削
先行低水路掘削
完了（.-）

下水道事業 【長岡市】

寿町排水ポンプ場の整備 整備完了/.７0

戦後最大洪水
対応に向けて
整備を推進

【第!段階】
流下能力の向上
（信濃川）

千曲川 【国】

遊水地整備

災害関連事業
完了/.*0

立ヶ花狭窄部の掘削 など

遊水地整備完了（.*）運用開始

第二床固改築
完了（.*）

【第"段階】
令和元年東
日本台風の
被災区間に
おける越水
防止完了
（信濃川）
（千曲川）

堤防強化完了/.)出水期まで0
（粘り強い河川堤防などの整備）

堤防強化

-

令和４年度 概算要求の概要

新 事
令和４年度 概算要求の概要

【予 度】

ハード・ ト一体の水災害対策「流域治水」の本 的実
)水害 ク の 実（ 水 定区域図・ハ ードマップの 域の ）

)水災害 クを ま たま づ り・ まいづ りを支 るための流域治水関連 の活用

)流域治水 の災害復旧の 進

) 野 との連 による流域流 対策の推進

)ま づ りに する土 災害対策の 中的支

) 防における 復旧に ない災害復旧の 進

) 災害等に対する備 ・復旧の強化

)津 防災地域づ りの推進と関 機関連

国土強靱化に する*+の推進
整備・ *+の推進

ー ン ート の推進
下水道事業における ・ の推進

ダムにおける 用の水力 ーの活用推進

公 生の強化等のための下水道の 続 向上
水 の 地域 の下水道整備加速化と 続 の向上

・・・ P.

・・・ P.12

・・・ P.15
・・・ P.18

・・・ P.19

・・・ P.20

・・・ P.21

・・・ P.22

【新 】

ハード・ ト一体の水災害対策「流域治水」の本 的実
)水災害 クを ま たま づ り・ まいづ りを支 るための の 例

) 台ま づ りを推進するために の 減や な を図るための の 例

・・・ P.28

・・・ P.29

・・・ P.30

・・・ P.12
・・・ P.16

・・・ P.25

治水 第 802号令和３年 8月 31日発行
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ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践

○ 戦後最大洪水等に対応した河川整備と流域での対策を組み合わせた「流域治水プロジェクト」に基づき、「防災・減災、国土強靱化のための
５か年加速化対策」も活用して、堤防、河道掘削、遊水地・放水路・ダム等の事前防災対策を完成年度の目標を持って計画的に実施。

○ 合わせて、水災害リスクを踏まえたまちづくりをはじめとした流域治水関連法による法的枠組みを活用した取組など、「流域治水」の本格的実
践に必要となる新規予算制度等を要求。

○ また、気候変動による水災害リスクの増大に適応するため、将来にわたって必要な財源を安定的に確保していくための方策について、総合
的な検討を行う。

■ 水害リスク情報の充実

■ 水災害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり

■ 特定都市河川における整備の加速化

■ 農林水産省との連携による水田貯留の推進

■ 厚生労働省等との連携による高齢者等の安全確保

■ 流域治水型の災害復旧の促進

■ 高台まちづくり（高台・建物群）の推進

■ 流域治水プロジェクトにおけるグリーンインフラの取組の推進

■ 林野庁との連携による流域流木対策の推進

■ まちづくりに資する土砂災害対策の集中的支援

■ 砂防における原形復旧に拘らない災害復旧の促進

■ 高潮災害等に対する備え・復旧の強化

■ 津波防災地域づくりの推進と関係機関連携

令和4年度新規要求、取組事項等

・・・P.9

・・・P.11

・・・P.12

・・・P.13

・・・P.14

・・・P.15

・・・P.16

・・・P.17

・・・P.18

・・・P.19

・・・P.20

・・・P.21

・・・P.22

リスクの高い地域

あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」の本格的実践 イメージ

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践[１／１５]

治水ダムの
建設・再生

利水ダム
の活用

遊水地の整備

森林整備・治山対策

気候変動のスピードに対応するため、近年の上流・支川・県管理河川における被害が顕著であること
にも留意しつつ、流域全体の貯留機能の向上や重要区域の排水機能の強化、下流・本川・国管理河
川の整備等、多様な対策の中から早期の安全度向上に資する対策を適切に組み合わせて優先的に
実施する。

(新規)
砂防における
原形復旧に
拘らない

災害復旧の促進

（新規）
農林水産省との
連携による

水田貯留の推進

（新規）
林野庁との連携による
流域流木対策の推進

（新規）
まちづくりに資する

土砂災害対策の集中的支援

(新規)
特定都市河川に

おける整備の加速化 （新規）
水害リスク
情報の充実

（新規）
水災害リスクを
踏まえたまちづくり
・住まいづくり

(新規)
高台まちづくりの推進

（新規）
高潮災害等に対する
備え・復旧の強化

（新規）
流域治水型の
災害復旧の促進

ため池等
の活用

雨水貯留・排水
施設の整備

海岸保全施設の整備

バックウォーター対策
（新規）
厚生労働省等との
連携による高齢者等
の安全確保

&

７，４４０億円

水害リスク の 実 水 定区域 ・ハ ード プの 域の

○水害リスク の 域において 水被害が多

近年、気候変動による水害が 化・ 化しており、 え 、 年 本 では、中 河川等の水害
リスク の を行っていない リ で多くの 水被害が 。

このような水害リスク の 域を するため、水防法を し、 水 定区域 ハ ード プの
成・ の対 を全ての一 ・ 河川や下水道 に 大。

早 に 水 定区域 等を 成・ し、水害リスク の 域を するため、防災・安全 による
財 支 を強化。

洪水予 河川や水
河川 の河川

の により 水被害
が している リ

川水 川
洪水 水 定区域

定最大規
成 年 ０

○水防法を し、洪水 水 定区域 水 水 水 定区域の 定対
を 大

早 に水害リスク の 域を するため
防災・安全 による財 支 を強化

地 の被災 年 本

全ての一 ・ 河川や下水道とは、 等の防 対 のある全ての一 ・ 河川や 水対策を目的として整備 た下水道のこと。

・ 年 本 では、堤防が した７ 河川のうち４ 河川
、 水 による 水被害が した ５ 区 のうち
区 が水害リスク の 域。

・洪水予 河川 水 河川 ，０００河川 や水 下水道 ０ 体
に加え、 に 等の防 対 のあるものについて 定対 に 加し、洪水
水 定区域では ５，０００河川、 水 水 水 定区域では ，０００ 体が
新たに 定対 として 加。

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践 ／１５

の 水
（ 台 ）

中 市 地の 水
（ 8 の に 雨）

佐賀市仙台市

定対 河川の 大 ージ洪水 水 定区域 水 水 水 定区域の
定対

新たに 定対 となる河川
の洪水 水 定区域 ージ

ている洪水 水 定区域

水害リスク の 域における 水被害事

新規
事

まるもりまち あ し めいみなみちない

治水 第 802号令和３年 8月 31日発行



8

水害リスク情報の充実（水害リスクマップの整備）

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践［３／１５］

○水害ハザードマップ（従来）

○水害リスクマップ（新規）

※１ 河道条件：Ｈ２８末時点 ※２ 河道条件：Ｒ５末時点
（高頻度以外は現況河道の計算結果）

現況 整備後

【令和４年度の国土交通省としての取組】

・全国109の一級水系において外水氾濫を対象とした水害リスクマップ
の作成を完了

・特定都市河川や防災まちづくりに取り組む地区において、内水を考慮
した水害リスクマップを作成

ハード整備による
水害リスクの軽減

・現在のリスクに加え、将来のリスクも提示（整備効果の見える化）
・土地利用規制や居住の誘導を促進
・きめ細やかな企業BCPの作成、水害保険への水害リスクの反映

※上記凡例の（ ）内の数値は確率規模
を示していますが、これは例示です。 ※現在の浸水想定区域図に加えて、より頻度の高い複数降雨による浸水範囲を頻度毎に示した図

○ これまでは想定最大規模降雨の洪水で想定される浸水深を表示した水害ハザードマップを提供してきたところ。

○ 今後は、想定最大規模に加えて、より頻度の高い降雨による浸水範囲を頻度毎に示した水害リスクマップを新たに整
備し、水害リスク情報の充実を図る。

○ こうした取組により「水災害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり」を促進。

想定される浸水深

水害リスク情報の充実 水災害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり

※着色範囲は想定最大規模降雨の洪水で想定される浸水範囲

イメージ

整備効果の見える化のイメージ

('

水災害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり
水災害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践［ ／１５］

((

浸水 害防 区域
居 の が 水 以上

居 水

○ 住 ・ 慮 の 全 を 確

住 （ ）・ 慮 の土地の
に いて、土地の 全上 な を る

住 ・ 慮 の に いて、
・居 の の高さが 水 以上
・洪水 に対して 全な とする

水災害の 険 の高い地域の 居住を る

水災害の 険 の高い地域に

居住する にも を る

水災害の 険 の高い地域か の を促す

○災害 ッド ー を居住誘導区域か 外（R .10 定）

○災害 ッド ー にお る高 の新 を 対象
外とする（R 年度 ）

○災害 ッド ー にお る ・ ・ ・
ス の 業 用 の を （R４.４ 定）

○浸水 害防 区域（災害 ッド ー の１ ）を （R .11 定）
住 ・ 慮 利用 の新 は 制を導 浸水 害防 区域の

（特定都市河川浸水 害対 ）

○ 災害 険区域に加え、浸水 害防
区域、地す り防 区域、土

災害特 区域 地
険区域を 加

○最 数を１ ５ に 和

水災害リスクを踏まえた な取り組 により、 全な
まちづくり・住まいづくりを 進する。

○ 取 時の に水害ハザードマップにお る 件の
在地に る を 加（R２.８ ）

○ 表されている想定最大規模に加え、より高頻度の浸水想定を新た
に提供する（P10 ）とともに、地域の水災害リスクを し、水災
害リスクを な り軽減または するための対 により防災まち
づくりを進めるための イド イ （P51,52 ）を作成（R .５）

（水災害の 険 をさ に ）

○災害 ッド ー を 地
化計 の居住誘導区域か

外

○特 ー な 高
に いて、災害 ッド ー にお る

新規整備を 対象か 外
省にてR 年度か 用

○ 災害 ッド ー にお る
・ ・ ・

ス の 業 用
の を

省 算

（ 考）災害 ッド ー

・浸水 害防 区域（R .11 定）
・災害 険区域（ れ、 水 ）
・土 災害特 区域
・地す り防 区域
・ 地 険区域

の

居住誘導区域か 外 高 の新 への 件の 化

居住誘導区域

災害 ッド ー

災害 ッド ー

○ 災 に 全な土地への を 進（防災 促進 業 ）

業の リ 件に浸水 害防 区域を 加（R .11 定）
最 数を１ ５ （R２年度 ）に 和
住 地の整備・住居の の 用に いて、 94%を国が （地 む）

災 に 全な土地への
を 進（防災 促進 業）

P

地の
上

住宅団地

災 に浸水 害防 区域か
全な土地への が となる

治水 第 802号令和３年 8月 31日発行
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水災害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくりを支えるための流域治水関連法の活用

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践［５／１５］

○ 近年、気候変動の影響によりバックウォーター現象のおそれがある河川や狭窄部上流の河川等で水災害が頻発化しているこ
とを踏まえ、これまで政令指定都市をはじめとする都市部を中心に行われてきた雨水貯留浸透施設の整備や土地利用規制等
の流域対策を、地方部も含む全国の河川で重点的に取り組むために流域治水関連法を整備。

○ 土地利用規制等を含む流域水害対策計画に基づき実施される遊水地等の河川整備や雨水貯留浸透対策等のハード整備に
対して、予算を重点化。また、税制優遇等の支援により、水災害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくりを推進。

ハード整備の加速化防災まちづくりとの連携

■特定都市河川における整備の加速化

流
域
水
害
対
策
協
議
会

設
置

流
域
水
害
対
策
計
画

策
定

貯留機能保全区域の指定

貯留機能保全区域の指定 浸水被害防止区域の指定

都
市
浸
水
想
定
等
を
踏
ま
え
て
区
域
を
指
定

浸水被害防止区域の指定

遊水地の整備

輪中堤の整備

雨水貯留浸透施設の整備

二線堤の整備

排水機場の機能増強・固定資産税及び都市計画税を減免す
る特例措置（Ｒ４新規税制要望）

・水災害リスクを踏まえたまちづく
り・住まいづくりに対する重層的な
取り組みを推進

気候変動により災害が頻発

※法律等に基づき実施

・民間事業者等による雨水貯留浸透施設整備に係る
国庫補助率の嵩上げ （Ｒ３～）
（（通常）１/３→（嵩上げ）１/２）

・認定計画に位置付ける雨水貯留浸透施設に係る
固定資産税の課税特例 （Ｒ３～）

Ｒ４
制度拡充

（予算の重点化）

■特定都市河川における区域指定までの主な流れ

浸水被害の危険が著しく高いエリアのイメージ

（土地の貯留機能を将来にわたって保全する区域） （洪水が発生した場合に著しい危害が生じるおそれがある区域）

特
定
都
市
河
川

指
定

ハード整備の加速化

・遊水地の整備 ・輪中堤の整備 ・排水機場の機能増強
・貯留機能保全区域の周辺整備（二線堤等） ・河道掘削 など

※このほか、区域指定等に係る支援策を検討

気候変動による降雨量の増加により、自然的条件等の理
由で浸水被害防止が困難な河川において、従来想定して
いなかった規模での水災害が頻発

流域一体となった浸水被害防止のための対策を推進

狭隘部（その他地質、自然条
件等）により流下困難

などのハード整備

接続する河川の水位が高い
場合、支川からの排水困難

(#

新規
事項

水 との連携による水 貯留の推進
１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践［ ／１５］

水 貯留の取組 は、その規 や位 等に加え、 雨の規 等により、 の
や影響 等は変化。

を発 するための機能 保に る 制に いても が 。

続 能で 的な 用や 加的な対策の に 、 水 と連携して
の定 的・定 的な 、 の に な の 上・実 に取組む。

水 の の ・
水 の の の ・実

水 の の

水 貯留のイメージ 水 貯留の のイメージ

域

点

点

点

川

水 が
い流域

水 が
い流域

支川

水 の 雨水貯留能 の な

る活用を するため、まとまった

の水 において、自動 排水

を用いた 雨 の 水、

雨中の 貯留や流 制 によ

り、防災上の を実

水 の取組
ス ー 実 事

○流域治水の推進にあたっては、 水 との 的な連携を っており、令 #年 に策定・ した
水 の流域治水 ジ ク に、水 の貯留機能 上やため の活用などの連携施策を位 たとこ 。

○水 貯留の治水 の定 化・ 化等を 水 と連携して行い、全国での水 の貯留機能 上の取組
を推進。

イ ス 新 ウ ージ

水 貯留なし
水 貯留あり

流

(
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厚生労働省等との連携による高齢者等の安全確保
１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践［７／１５］

○社会福祉施設における避難の実効性の確保を関係省庁（厚労省、内閣府、消防庁）と連携して取り組むとともに、避難確保計画
と個別避難計画の連携を図り、高齢者や障がい者等に対する切れ目のない避難支援を実施。

○国交省において高齢者施設等を災害リスクの低い場所に誘導するとともに、厚労省において災害レッドゾーンにおける高齢者施
設の新設を原則補助対象外とする措置を実施。

○厚労省において既存の高齢者施設を対象とした垂直避難のための設備設置等に対する財政支援を実施。

○避難行動要支援者名簿
の更新

○個別避難計画の作成
（努力義務）

厚労省、内閣府、消防庁との連携による高齢者等の
避難の実効性の確保

国交省 厚労省 内閣府 消防庁

自宅社会福祉施設

市町村

施設入所から
在宅サービスに移行

報告（義務）○避難確保計画の
作成（義務）

○避難訓練の
実施（義務）

○ 避難確保計画の作成と訓練実
施の徹底

○ 避難の実効性を確保するため
の避難確保計画のチェックリ
ストの提供、研修の実施

○ 高齢者や障がい者等の情報
を確実に把握するための仕
組みの構築

助言・勧告

福祉の担当部局

施設から在宅に移行する場合の
情報提供（協力）

情報提供

（令和3年6月25日 4省庁連名通知）

○特別養護老人ホームなどの高齢者施設について、災害レッ
ドゾーン※1における新規整備を補助対象から原則除外

＜厚労省にてR３年度から運用開始＞

○ 都市計画区域内の災害レッドゾーン※1について居住誘導区
域から原則除外するとともに、高齢者施設等の自己業務用
施設※2の開発を原則禁止

※１災害レッドゾーン

・病院
・社会福祉施設（高齢者施設、障がい者施設等）
・ホテル
・自社オフィス 等

浸水被害防止区域の創設（特定都市河川）

災害レッドゾーンにおける開発許可の規制強化等

高齢者施設の新設への補助要件の厳格化

災害レッドゾーン

居住誘導区域

災害レッドゾーン

災害リスクの低い場所への高齢者施設等の誘導

既存の高齢者施設における垂直避難のための設備設置の支援

垂直避難のためのスペースやエレベータ、スロー
プ等の設置のための改修等

連携

○浸水被害防止区域においては、住宅・要配慮者施設等の開
発・建築行為を許可制とし安全性を事前確認

避難行動要支援者
名簿の担当部局

国交省

厚労省

厚労省

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金による支援

・浸水被害防止区域
・災害危険区域（崖崩れ、出水等）
・土砂災害特別警戒区域
・地すべり防止区域
・急傾斜地崩壊危険区域

※２自己業務用施設

居住誘導区域

(,

域 水 の災害 の

○災害 事業においても、 域 水の に 、 から 、 川・支川の 域全 を し、 域
全 水災害リスクを低 する対 を する。

○ 川 や支川において 防の 壊や 水が発生した場 、 防の原 に ら 、 水地や 等
の整備や土地 用規制を組 た も しやす するよ 、災害 制度を する。

域 水 の 度災害防止対

浸水

低い 防が 水・ 壊し、浸水 の 度災害防止対

の改修
（河 等,

・河 等 への を 慮した の改修

を実施 （ の河川事業 実施）

＜ られる対 ＞
被災水 に対 して

防の 、 、河

により 地全 の浸水を防

（災害 事業 は改 事業 実施）

（災害 の新しい ）
＜ られる対 ＞

や 水地、 水施設（
化・規格化により低 ス が

な ンプ施設）等の整備により、 水
を確保しつつ、 浸水を防

における改修を つ とな 、
被災 所の 度災害防止を実

水 確保

の改修
（河 等,

水
の強化

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践［ ／１５］

の 度災害防止対 の事業 を

らない と等を 件に、災害 事業

により、 における改修を 要としな

い対 （ 水地や 等の整備など）

を実施可 にする。

内

(

新規
事

治水 第 802号令和３年 8月 31日発行
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高台まちづくり（高台・建物群）の推進
１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践［９／１５］

○ 令和２年 12 月に策定した「災害に強い首都『東京』形成ビジョン」に基づき、高台まちづくりを推進するため、水害リスクや避難
のあり方を踏まえ、モデル地区における高台まちづくりの実践を地方公共団体と連携して推進。

○ 高台まちづくりの一環として高規格堤防整備事業の加速化を図る、税制特例（固定資産税、不動産取得税）の延長を要求。

土地区画整理等＋高規格堤防

国管理河川 国、都管理河川
大規模浸水時のイメージ

(

天端道路

都管理河川

避難スペース

電源等

民間開発等＋高規格堤防

高規格堤防

高台公園

都県境の橋梁

通路

民間活力

通路 通路 通路

避難
スペース

既設堤防川裏法面 既設堤防川裏法面

学校・公共施設

鉄道駅

排水施設

高規格堤防整備事業の流れ

河川区域 河川区域 河川区域

①移転 ②盛土等 ③完成

土地を使用
工期 通常３～５年

仮移転 本移転
高規格堤防特別区域

新築する固定資産税を減額

＜住民負担の軽減や円滑な合意形成を図る税制の特例＞

不動産取得税の課税標準の
特例措置の適用（２年）

建築物等（建物群）による
高台まちづくり

高台公園を中心とした
高台まちづくり

高規格堤防の上面を活用した
高台まちづくり

篠崎地区周辺の高台まちづくり（高台化）の検討（江戸川区の例）

・高規格堤防、都市計画道路及び都県橋、土地
区画整理などの課題に一体的に取り組む高台ま
ちづくり

・都市計画道路及び都県橋の早期完成を目指す
事業手法の検討

・ 「篠崎公園地区」高台まちづくりを促進する事
業手法検討

高台まちづくりのイメージ モデル地区における高台まちづくりの実践

災害に強い首都『東京』形成ビジョンより

●早い段階からの避難が出来なかった場合でも、命の安全・ 低限の避難
生活水準を確保できる避難場所にもなる「高台まちづくり」を推進する。

【不動産取得税】

高規格堤防整備事業により家屋の一時移転の対象となった者に対し、収用等に
認められる税制上の特例措置に準じ、高規格堤防特別区域の公示日から２年以
内に建替家屋を取得した場合に課税標準から従前家屋の価格を控除

特例措置の期限延長を要求（令和７年３月!&日までの３年間）

【固定資産税】

高規格堤防整備事業のために使用された土地に従前権利者が新築する家屋の
固定資産税について税額を減税

特例措置の期限延長を要求（令和６年３月!&日までの２年間）

(-

●自然環境が有する多様な機能の活用
・ 水 を する ー
・ リン による水辺利用の
・ などにおける河川環
・ 地等の の保全

流域 水 ジ ク における リーンイン の取組の推進 とりまとめイメージ

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践［１ ／１５］

●生物の多様な生息環境の保全・創出や地域特性と調和した
景観形成
・ 環 の保全・ 生などの 生

・ 水 の生 環 保全等の生

ークの形成

・ 橋川の 水対策における 川づくり

【 川水 流域 水 ジ ク イメージ】

○流域 水 ジ ク に 置づけられた 水対策と合 、 水と環 の を図り、生物の な生 環 の保全・

出、地域の 環 と 和する 形成等を推進する。

○ のため、環 保全・ 出のための目標 定や、生 ーク、 川づくり等の ー ・ に たる

リーンイン の取組を した流域 水 ジ ク を全 水 で 定する。

◆目標︓ 国管理区間においては、流域で甚大な被害が発生した戦後最大の昭和47年7月洪水と同規模の洪水に
対して、家屋浸水を防止し、流域における浸水被害の軽減を図ります。あわせて、迅速かつ適切な情報収集・
提供体制を構築し、ホットラインを含めた確実な避難行動に資する情報発信等の取り組みを実施し「逃げ遅
れゼロ」を目指します。
加えて、斐伊川水系において、マガン、コハクチョウなどが安心して越冬できる里づくりを目指し、今後、概ね

１０年間で水鳥類のねぐらや採餌場環境の保全・創出を行うなど、自然環境が有する多様な機能を活かす
グリーンインフラの取り組みを推進。

●魅力ある水辺空間創出
・か まちづくり

環

水 整備水 整備

ンの生 環 保全

水 ー

リン
水辺の利用

水 の生 環 保全

※具体的な対策内容については、今後の調査検討等により変更となる場合がある。

な を保全・

地域と 和した 活用

周辺 を 害しない水

水辺のに い

を る 減 の ( )

を減 る の ( )

の軽減 の の ( )

生物の生 生 環 の保全・ 出
生

(

治水 第 802号令和３年 8月 31日発行
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林野庁との連携による流域流木対策の推進
１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践［１１／１５］

○ 林野庁と連携し、流木発生ポテンシャル調査を実施したうえで、流木発生の抑制や流木の捕捉・処理に係る統
一の計画を策定。

○ 森林整備や治山ダムによる流木発生の抑制、透過型砂防堰堤や流木捕捉施設による流木の捕捉を、林野事
業と砂防事業が連携して一体的に実施することで、流域全体の流木被害を防止・軽減する。

【拡充内容】

流域流木対策計画に位置付けられた施設整備を計画的・
集中的に推進する。

流域流木対策計画策定

例）航空レーザー測量等による詳細な
森林情報-立木,の把握

〇流木発生の抑制や流木の捕捉・
処理に係る計画策定

〇流木発生ポテンシャル調査
（立木密度調査、流木発生量調査）

例：適正な森林管理の実施

対策

【生産エリア：林野庁】 【流下・氾濫エリア：国交省】

例：流木捕捉効果の高い砂防堰堤の設置

流木発生ポテンシャル
調査のイメージ

流域流木対策のための砂防施設整備を推進

適正な森林管理
の実施

透過型砂防堰堤の設置

既存施設の多機能・高
機能化

土砂や流木を効果的に捕
捉する遊砂地等の設置

流木捕捉施設の設置

○透過型砂防堰堤による流木の捕捉

○土砂・洪水氾濫に伴って大量に発生・流下す
る流木も効果的に捕捉できる施設の開発と整備

○間伐等の森林整備による流木発
生の抑制

○治山ダムによる山腹崩壊や渓流
の荒廃の防止 (&

新規
事項

に する土砂 害対策の集中的
１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践［１ ／１５］

(

・ の土砂 害の が る 域の例

域

土 流、地す 、がけ崩れ対策を とめて実施

○ 生 ー や テ の を 的に、立地適正化計画に 域が 治体によ 定めら
れ、 や イン の集 化が進められている。

○ し し、中山間地域な の土地が られた地域で 、土砂 害 域等にも 域を設定 るを ない
が ること ら、砂防施設の整備によ 域内の 全 を計画的に する が る。

○ こうした によ 域 の集 化を 進する等、地域全体で土砂 害リ を えた ・
い を推進する。

拡充の内容

○ の交付 事業で 、
域内で っても 規 な の

整備 しとなることが多 った
ため、 域や 域と
するイン イ イン等を 全

するための砂防 係事業を 事
業として一 し、計画的・集中
的に整備を推進。

〇がけ崩れ対策事業に いて 、が
け高が の で 、事業

が 定 れるため、
をがけ高 ら、がけ高
に する。

域 の土

砂 害 域等

↓
事業対

域内
の土砂 害

域等
（土 流）
↓

計画的・集中的に
施設整備

例

土砂 害 域

土砂 害 域

域

域内の
土砂 害

域等
（がけ崩れ：がけ高（ ）

を ）

↓
計画的・集中的に施

設整備

新規
事項

治水 第 802号令和３年 8月 31日発行
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砂防における原形復旧に拘らない災害復旧の促進
１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践［１３／１５］

下流で砂防施設を整備

山間部に位置する被災施設は用途廃止

○ 砂防施設の災害復旧事業においても、流域全体の安全度を向上させるため、流域全体を俯瞰して効果的・効
率的な施設配置による災害復旧を推進。

○ 具体的には、土砂・洪水氾濫対策計画等に基づき、被災した砂防施設を原形復旧する代わりに、下流において
新たな施設整備を行う復旧、および改良復旧を推進。

課題と対応策

○山間部に位置する施設が被
災した場合、現位置・元構造で
復旧するよりも、土砂・洪水氾
濫対策計画等に基づき、新た
に下流で施設を整備することに
より、流域全体の安全度の効
果的・効率的向上が可能。

拡充内容

○災害復旧事業（公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法）
砂防施設が被災した場合に、現位置での原形復旧ではなく、下流に新たな施設を整備できるようにする。

○災害関連事業（改良復旧）
被害が激甚であって、災害復旧工事のみでは十分な効果を期待できない場合、制度の範囲内（被災施設の復旧の#倍の事業
費）で、土砂・洪水氾濫対策計画等に基づいて、下流に新たな施設を整備できるようにする。

安全な土地への移転を推進
（防災集団移転促進事業）

#'

被災前の砂防
堰堤

被災後写真

新規
事項

災害等に対する備 ・復旧の

九州

北陸・東北

関東中国

水

水

に う 水位の上 等を 、 災害等 ら被災地域 体で 度災害防止を るため、改良
復旧事業を 部 で できるよう制度を拡充する。
た、 度に改 さ た 災害対策基 法 に対応し、災害 における な 水 等がで
きるよう、災害 対応事業の を災害 のお に拡充する。

課題

・災害対策基 法の改 により、災害 のお
で国の災害対策 部の設置が可能となったこと ら、
国土 としてもお らの災害対応を 。

・ 規 水害の に に 水を行うためには、
め 水 等を被災する可能 の い地域へ前進
配備しておくことが 。

・災害 対応事業は 災後に さ ており、現 、
災前に行う応 等は対 。

災害 対応事業の を、 の な
災害 のお へ拡充。

部 間連 による地域 体での 度災害防止 災害 対応事業をお に拡充

前進配備
（ 災 が ・ 国の場合）

拡充
内容

拡充内容

課題 被災が 範囲であっても、改良復旧事業は 部 とに さ るため、
部の事業が さ ない場合は地域 体での 度災害防止ができない

被災地域の関連する 施設の改良復旧事業を、

部 で できるよう制度を拡充
地域 体での 度
災害防止を推進

水の防止水の防止

水範囲

堤防堤防

部分的な改良復旧では、 の い堤防 ら
水するため、 度災害は できない

・ 堤防 連での 上 が可能と
なり、地域 体での 度災害防止が 現

部
で
可

能に

復旧

水範囲

による 水・
堤防 の場合

制度拡充後の復旧対応
（ 連の施設として復旧）

現行制度下の復旧対応
（ の施設で復旧）

#

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践［１ ／１５］

新規
事項
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津波防災地域づくりの推進と関係機関連携
１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践［１５／１５］

＜津波防災地域づくりの推進施策の例＞

【参考】近年の制度拡充等

・ 海岸堤防の嵩上げ等のハード対策を計
画的・ 集中的に支援する個別補助事
業制度を創設（令和３年度～）

・ 緊急的・一時的な避難施設を確保する
ため避難施設等に係る固定資産税の特
例措置を延長（令和３～５年度）

〇南海トラフ巨大地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等の切迫する巨大地震に伴う津波
対策として、津波防災地域づくりを加速化させる。

〇従来の支援策に加え、津波災害警戒区域等の指定に向けた制度拡充や自治体に対する制度趣旨の徹底等を
通じて、ハード・ソフト組み合わせた総合的な津波防災地域づくりを更に推進する。

あわせて、大規模地震
が想定されている地域
等における水門・陸閘
等の安全な閉鎖体制の
確保※等にも取り組ん
でいく。

※社会資本整備重点計画（令和３年５月）
$$％（1元年度）→1$年度 2/％

自動化・遠隔化した水門

（令和４年度要求）

津波災害警戒区域等の指定を
促進する財政支援として津波・高
潮危機管理対策緊急事業 （防災・

安全交付金）の拡充

制度拡充と併せ、下記の取組も実施し、更
なる促進を図る。

・自治体に対する制度趣旨の周知徹底のた
めの説明会等の実施

・津波被害リスクが高い自治体等からの指
定に関する相談対応 等

警戒避難体制の整備等を目的とした
津波災害警戒区域等の更なる促進

##

新規
事項

域治水DXの推進 の安全・安 に ながるDX

． DXの ［１／ ］

域 の 集・集 ・ 、 の高度化を推進するため、水 計等の を充実させるとともに、３ ハ
ード 等のリスク ー に る ー を拡充する。

た、 域全体の関係 や の 、 の水 等の を図るな 、 の
域治水の取組を加速し、 な災害対応を実 する。

＜平時＞

ラや水 計等、 を充実させ、 らから ら る
をフ に して 域全体の対策を向上させる。

時に加えて、災害時に ける
の 域治水の取組を加速

［予測技術を活用した流域一体での洪水予測・ダム運用の高度化］

［デジタル技術を活用した災害対応の強化］
◆衛星やセンサーなどのデジタル
技術により浸水把握を早期化
◆TEC-FORCEについてオンライン
での被災状況の集約・共有などを
可能とする『iTEC』開発を推進
被害全容把握の迅速化を図るとと
もに、隊員の負担軽減、総合司令
部のマネジメント機能を強化し、
災害対応力を強化。

ー （クラ ド等）

被災

-FORCE総合 令 等

リ水 業等

＜災害時＞

［WEBホットライン］

＜WEBホットラインによる情報共有＞
＜自治体首長＞

WEBホットラインの導入により、流域市町村への河川・気象情報
の伝達や危機感の共有を円滑化。

気象庁と連携して観測・予測技術を高度化し、流域一体での洪水
予測やAIも活用しつつ、ダム運用の高度化を図る（P24参照）

［デジタル技術による避難支援］
マイ・タイムライン等を活用したリスクコミュニケー
ションの活性化や、個々人に向けてプッシュ型で防災
情報を発信することにより、適切な避難行動を促進。
・ラ ラ の

（従来からの取り組み）
・ラ ラ に づく 動をス

確 し、避難の 等を#$%&通知

・ラ ラ を
ス に ・ 確

避難の
通知

地域の ーク や の
業に る ・ ラ の

・ ラ の ー

日

等

相

高
等

避難

相

の を

ハ ード 避
難 を確

の 備
りない を い
し

の水 を ー
ト 確 。

避難 に
避難

じい と一 に
めの避難

避難
指

現在

3日

等

じい と
避難

避難 に
避難

避難
指

高
等

避難

相

相

の を

ハ ード 避

難 を確

の 備
りない を い
し

の水 を ー
ト 確 。

避難の
す

××

'(!)* になり した

避難 +
ラ +

・ ラ
防災 通知

一 とりの ・ ラ （ ー ）

［分かりやすい防災情報の提供］

ハザードマップを３D化し
浸水が広がる様子を可視化

住民の実感が伴う分
かりやすい防災情報
の発信により、個人
や地域の防災意識を
向上させる。

[平時からのリスクコミニュケーション]
水害リスク情報の充実
を図ることにより、防
災まちづくり・住まい
づくり等を促進。

従来のハザードマップに加え
浸水頻度を示したマップ等の提示

水 度を した の ー

※ 図 例の（ ） の 確 規

を してい すが、 例 す。

◆水害リスク情報の
ユニバーサルデザイン化

◆まちなかに水害リスクを
示した標識の設置促進

#

水系・流域が一体となった洪水予測や、
長時間先の幅をもった水位予測など予測の
高度化により、防災対応・避難を支援。

ダム運用の高度化

洪水予測の高度化

予測を活用したダム運用によ
り、治水機能の強化及び水力
発電を推進。

治水 第 802号令和３年 8月 31日発行
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幅をもって氾濫の
可能性を予測

現在

気象予測等を活用した河川の水位予測やダム運用の高度化の推進（気象庁との連携）

２．国土強靱化に資するDXの推進［２／４］

ダム運用の高度化の推進

予測技術の
開発・活用

予測を踏まえて柔軟に運用治水・利水容量を
明確に区分・運用

洪水予測の高度化の推進

雨量予測
＋

ダム流入量予測

○ 水系・流域が一体となった洪水予測や、長時間先の幅をもった水位予測など予測の高度化により、防災対応・避難を支援。

○ 予測を活用したダム運用により治水機能の強化及び水力発電を推進。

○ 気象庁と連携して気象予測技術の開発を進める等により、洪水予測やダム流入量の精度を向上させ、河川・ダム管理の高度
化を図る。

〇水系・流域が一体となった洪水予測情報の提供

〇数日先の氾濫の可能性の提供（長時間先の水位予測）

気象予測技術の開発（気象庁と連携）

精度向上

河川管理者、ダム管理者向けの雨量予測を提供すること
により、洪水予測の精度向上やダム運用の高度化に寄与

一級水系では国が都道府県と連携し、水系・流域が一体と
なった洪水予測を行うことで、予測精度の向上のほか、新たに
支川等の予測情報を提供することで防災対応や避難を支援

現在、６時間先まで提供している水位予測情報について、不確実性の高い長時間先の水位予
測を複数のケースにより幅をもって示すことで、数日先の氾濫の可能性の情報を提供し、防災対
応の準備のほか、特にリードタイムが必要となる広域避難等の判断を支援。

流域一体で予測

６時間先 数日先

精度向上

〇予測技術を活用したダム運用による
治水機能の強化及び水力発電の推進

気象・流入量予測の精度を向上することで、ダムの
治水のための容量と利水（発電、農業用水等）のため
の容量をより柔軟に運用することが可能となり、事前
放流の更なる強化や水力発電を推進する。

＜ダム流入量予測技術等の開発（AIの活用）＞
雨量予測の精度向上の取組と併せて、ダムの操作に

必要なダムへの流入量を雨量予測結果からAIを活用
して予測する取組を実施。

#,

○ 等により、河川等の ・ 、 、 、 ・管理 、
災 の一連の業 を高度化・ 化し、 での 可能なイ 備・管理に 。

○ また、河川利用者等に対する ー スの向上を した 用 可等の イ 化や、 ータの ー 化による
分 との連携等も推進する。

河川管 図の 備（P26 ）

・ 技術による ・

新技術等を活用した河川等の 備・管理/0（高度化・ 化）

による タリ

電時の水 情報の
一 、 力 技術開発

利用者 ー スの向上

可能なイ 備・管理 の

ームを活用した
水道 情報等の管理・活用

（P26 ）

,-./0- 1.2-0

HMD技術等を活用した
支援 ス ム

力による 断測量
ータは ータ

ド ー 等による測量
ータは ータ

ータ により
管理を高度化

撮影カメラ

装着者用
ディスプレイ

治体の災 スでの
ータの活用

$13による
4測量

す り

備・管理DXの推進 の行 ー スの向上と、 可能なイ 備・管理につながるDX
新
事

２．国土強靱化に資するDXの推進［ ／４］

用 可等の イ 化及び
ータ等を活用した、 用者の
の

9:5による水 の
（ リー ー ー測量）

測 ータ
・ 断
測量（:6;等）
・ 、 、 災
（ 上・水 等）

に いても、新技術等の活用により業 を高度化・ 化することで、 可能な
イ 備・管理につな る

河川 情報図の *化 #

治水 第 802号令和３年 8月 31日発行
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〇 三次元点群データを活用した三次元河川管内図を整備することにより、河道や堤防の変状把握や任意
箇所での横断図の作成等、河川の維持管理業務の高度化・効率化を推進する。

〇下水道施設に関する情報等をデジタル化するために必要な経費を支援することにより、その情報を一元管理・
活用するための「共通プラットフォーム」等を活用した下水道施設のマネジメントの高度化・効率化を図る。

三次元データの活用による、河川維持管理等の高度化・効率化

横断図

平面図

従来～現在 現在～今後

三次元点群データの活用

三次元河川管内図の推進・下水道情報デジタル化支援事業の創設
２．国土強靱化に資するDXの推進［４／４］

共通プラットフォームを活用した下水道施設のマネジメントのイメージ

下水道台帳等

デジタル化した下水道施設の情報等を活用した施設管理の
高度化・効率化

デジタル化を支援

三次元河川管内図

#-三次元点群データ活用イメージ

二時期比較により堤防の変状を把握

３Dハザードマップによる分かりやすい情報提供

任意箇所での求積により河道の変状量を把握

任意箇所での横断図を作成

３ インフラ 化 等による持 なインフラメン ン イ ルの 現

今後来る施設の 時 に 、 や た で、 時 め インフラの を に するた
めに 、 等を活用した維持管理の高度化・効率化や を 施し、水 で持 なメン
ン イ ルを する必要 る。

そのために 、維持管理の高度化・効率化に する や 化 の内 の し、関 関に る
等での 等の情報共 ・ の 等を い、高度化・効率化に する管理 の現 を図る。

今後来る 時 持 なメン ン イ ルの

0
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施
設

※堰、床止め、閘門、揚水機場、排水機場、
樋門・樋管、陸閘、管理橋、浄化施設、ダ
ム、その他（遊水池等）を計上。（令和元年
度末時点）
水管理・国土保全局 河川環境課調べ

&"<2"&施設

2030年：完成後50年以上となる施設数

全体の約５割

2040年：完成後50年以上となる施設数
全体の約７割

高度経 成 期
1955 ～1973

完成後50年以上経過し老朽化が進行

※1945～1970年に
約2,300以上の施設が完成

1947 ーン台

1945 に 1,650の施設 設

1959 台

1961 二 台

高 化 進 河川管理施設 )

化した施設

メン ン イ ル

維持管理・ に必要な の し・現
高度化・効率化点

維持管理・
の

維持管理・
の

化

持 な イ ル

高度化・
効率化 点

の ・ 等の
状 を た し

点

ALB等による河道の状 把握 による 防施設点

の 化

ライド ート ン
フラップ ート

高 による

防設 の水通し を で

の
・ 等 の

を設 ・ 量化
タ 化

デル箇所等に
よる

の
し

関 関による
情報共 等

現

マ プ の 水
の

一 ・
ンプ のイメージ

化・ 化

・ なし ・1台分の を

5m3/s×2台

10m3/s

用 ンジン(マ プ )の

ンプ 用 ンジン( ) 用 ンジン 量

ンジンの
マ プ 化

効 時の 分 、メン ン の 、 ト 等

ンプ のイメージ

1m3/s×10台 1

10m3/s 1

#

３３

治水 第 802号令和３年 8月 31日発行



17

下水道事業における創エネ・省エネの推進
４．カーボンニュートラルの推進［１／２］

○ 下水道事業のグリーン化を推進するため、技術開発からアドバイザー派遣制度による案件発掘・形成、創エネ
・省エネ事業の施設整備までを、一体的に支援することにより、下水道事業の脱炭素化を加速。

下水道脱炭素化推進事業

下水汚泥や地域バイオマスを活用した創エネ事業等の実施可能性
のある地方公共団体に専門家等を派遣し、案件発掘

アドバイザー派遣制度（行政部費）

実現可能性調査支援（交付金、下水道事業調査費等）

地方公共団体のFSを支援し、案件形成を促進

案件
発掘

案件
形成

施設
整備

○バイオマス資源としての下水汚泥の

有効活用による創エネの取組推進

による、カーボンニュートラルに対す

る更なる貢献への期待

○グリーン社会の実現に向けて、下水

道インフラの電力使用量や温室効

果ガス排出量削減の更なる推進が

必要

背景・課題

○下水道脱炭素化推進事業の創設

アドバイザー派遣制度による案件

発掘から、事業の導入可能性調査を

含む案件形成、創エネ・省エネ施設整

備までを一体的に支援するパッケージ

型支援制度により、下水道事業の脱

炭素化を集中的に推進

内 容

技術
開発

下水道革新的技術実証事業（Ｂ－ＤＡＳＨプロジェクト）

革新的な創エネ・省エネ技術の現地実証を支援

#&

高効率消化タンク
固形燃料化施設

高効率発電機 燃料貯留施設

バイオガス発電 固形燃料化

高効率散気装置の採用

ICT・AIを活用した高度な水処理

バイオガス

固形燃料

下水道事業の脱炭素化を加速

創エネ・省エネ事業の実施

#&

新規
事項

３７億円

における 用の水力エネル ーの活用推進
４．カーボンニュートラルの推進［２／２］

新規制度

の 等を活用した 用水力発電の導入
用水力発電機の導入事

○ #"/" カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けて、 可能エネル ーの活用を一 促進するた

め、 新の 技術を活用した の 用 を推進するとと に、 の 等を活用し
た 用水力発電の導入により 用の水力エネル ーの活用を推進

水 設備

家用発電

発電設備

※発電所内

発電後の放水口

用水力発電の導入・更新 の、 水 を し、
費 とする 制度を新たに創設。

新の 技術を活用した の 用

新の を活用して の貯水 を 用することで、 用の水力エネル ーの活用を推進する。
（ ）

的 に貯ま た 水を の 等に備 て水 下 る に、 水対 に支 のな で可能な り発電に活用しながら 。

速やかに の水 を下 るために 水 ートから するが、 が な 発電しながら発電用の から やかに 。

下 の の整備と 、 水 の 量の 等を 的に、 水期に の 水調 容量内に一 的に貯留し、 に

発電に 活用。 が た 、速やかに の水 を 下。

エネル ーの活用推進の から、 の
等を活用して の 用の水力発電を行 こと 有

効であり、脱炭素社会の実現に向けて、 用水力発電の導
入の加速が必要。

用水力発電の導入 に 、 水 の 金を めてお
り、 水 の を るのに を要して る。

現 の課題

※河川維持放流等

#

新規
事項

治水 第 802号令和３年 8月 31日発行
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汚水処理の未普及地域への下水道整備加速化と持続性の向上

○ 令和&年度までに汚水処理施設の概成を達成するため、下水道の未普及対策にかかる交付金制度を拡充し、
概成に向けた整備を加速化。

○ 人口減少等に伴う厳しい経営環境、執行体制の脆弱化、施設の老朽化等の課題に対応し、下水道事業の持
続性を向上させるため、広域化・共同化の推進に係る支援制度を拡充。

○汚水処理施設の概成（R8年度末時点で汚水処理人口普及

率95％）に向け、残り５年間で更なる加速化が必要

○持続可能な事業運営の観点から、R４年度末までに各都道府

県が広域化・共同化計画を策定し、取組みを推進することと

されているものの、行政界・事業間を越える広域化・共同化

の推進に向けて、さらなる支援が必要

背景・課題

○下水道整備推進重点化事業の拡充

1 汚水処理施設の概成に向けて、より実現可能性の高いア
クションプランの見直しなどを行った市町村への交付対象

を拡充し、汚水処理の概成を加速

○下水道広域化推進総合事業の拡充

1 下水道以外の汚水処理施設と共同で汚水処理を実施する
場合の交付要件を緩和し、さらなる広域化・共同化を促進

内 容 下水道広域化推進総合事業の拡充イメージ

下水道以外の事業の処理人口や処理水量が多い場合でも、
下水道が核となる場合には、共同で汚水・汚泥処理するために
必要な施設整備等を交付対象とする

下水道整備推進重点化事業の拡充イメージ

/"

="

$"

2"

'"

&""

0#2 0#' 0!" 1& 1# 1! 1% 1/ 1= 1$ 12
下水道 その他汚水処理

アクションプランの見直しと
交付対象の拡充による

概成に向けた整備の加速化
下水道区域の
見直しなど

５．公衆衛生の強化等のための下水道の持続性向上

その他の
汚水処理施設

下水道区域

Ｔ

共同汚泥
処理施設

Ｔ

その他の
汚水処理施設

Ｔ

$'

新規
事項

２１億円

. 行政経

○ 水 ・ 等から の と を るため、 ・減 対策に する取組等を推進する。

背景・課題

・ 交 と が して 域に ける 対策を るため、
ンシ の の共 化を る必要が る。

・ の 対象に対して 定・施設 を実施しているが、
域に ける ・ 水 に伴う 対策が必要。

・ した の イ 等としての を 処
理 が していない。

取組内容

・ ※の 事 や 新の 施設の設計・設 事 、 処

理事 の 等を行うとともに、 計画策定 や施設設計
、 処理 の を行う。

取組内容

・ 間人 がTEC-FORCEの 支援に必要となる 等を で
るよう、人 成プ ラ を 画 ・実施するとともに、 間人
と が で 等を行う 組みを する。

背景・課題

・ ラ 地 等の 規 に対し、 施設の点 ・応
対応を進め 体を支援するには、TEC-FORCEの現
を する必要が る。

・地 共 体の が少ないことに加え、 体 では
を経 する は少な 、市町村では 対応能 の弱体化

が される。

・ 間の人 に対し、TEC-FORCEの 支援に必要な や を で る
人 成プ ラ を 画 ・実施。
・ 間人 が 1 に同行し、 等を実施。

※ （1 2 3 45632） 対策

地 共 体での 応 対応が円 に進み、
地の な ・ が実現可能となる。

域 水に ける 域 対策 計画策定・設計
ア 等 経

TEC-FORCE の体制 化のための 間人 の 成・）
※

）

※等による の高い

※ ー ープ イラ

（上 から ー ーを
し、地 等を 定）

及 ・ 水 に伴う の ・ 減が
られるとともに、2050年 ー ン ー ラ の政府

達成に する。

・ 域 対策 計画策定 ア 、施設設計 ア 、 処理 イ
ラインの 成。

（イメージ）

$
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７．独立行政法人水資源機構

○独立行政法人水資源機構は、水資源開発水系として指定されている７水系（利根川、荒川、豊川、木曽川、淀川、
吉野川、筑後川）において、ダム、用水路等の建設及び管理等を行っている。これら建設事業及び管理業務に対
し、国は交付金、補助金を交付するとともに、建設事業に対し財政投融資による資金供給を行う。

区 分
４年度
（Ａ）

前年度
（Ｂ）

倍 率
（Ａ／Ｂ）

建設事業及び
管理業務

//<%&% %=<&/! &8#"

区 分
４年度
（Ａ）

前年度
（Ｂ）

倍 率
（Ａ／Ｂ）

建 設 事 業 &</"" &<""" &8/"

水資源機構の業務
（国土交通省所管事業のほか、厚生労働省、農林水産省、経済産業省所管事業-※,を実施）

○令和４年度独立行政法人水資源機構予算総括表
（単位：百万円）

○令和４年度独立行政法人水資源機構財政投融資計画総括表
（単位：百万円）

国土交通省所管事業のほか、左記!省所管事業-※,の予算を含む。

上記のほか、財投機関債$"億円（前年度/"億円）がある。

$#

水の 実 に 施 の

気候変動の
影響評価と
計画見直し
河川整備基本方針等
の計画見直し、気候
変動の影響評価 等

予防保全への転換
戦略的維持管理
予防保全段階にある河川
管理施設、下水道施設等の

老朽化対策 等

流域治水の本格的実践
事前防災対策を基本とした水害対策の推進、
流域治水関連法の活用促進、水災害ハザー
ドエリアにおける土地利用・住まい方の工
夫、利水ダム等の事前放流の推進、流域流

木対策の推進 等

グリーンインフラの活用
流域治水プロジェクトにおける
グリーンインフラの取組の推進 等

カーボンニュートラル
の推進

安全・安心な国土づくり

リスクコミュニケーション
浸水想定区域図・ハザードマップの空白域解消、水害
リスクマップ整備、デジタル技術による避難支援 等

国際展開
インフラ海外展開、防災の主流化、アジア・太平洋水サミット等での発信

整備・管理DX
三次元点群データを活用した三次元河川管内図の
整備、UAV等を活用した施設巡視・点検 等

流域治水DX
洪水予測の高度化、ダム運用の高度化、
デジタル技術を活用した災害対応の強化 等

緩和策 適応策
流域治水の推進 持続可能なインフラ管理

気候
変動
への
対応

下水道施設における創エネ・省エネ
推進、ダムにおける未利用水力エネ

ルギーの活用推進 等

グリーン社会の実現

DXによる取組の
高度化・効率化

$$
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主な取組のロードマップ
８．流域治水の本格的実践に向けた施策の全体像／ロードマップ［２／２］

グ
リ
�
ン

流
域
治
水

イ
ン
フ

ラ
管
理

D
X

主な施策 主な代表的指標※ 目指すべき姿

・浸水想定区域図・ハザードマップの空白域の解消
・水害リスクマップの整備
・デジタル技術による避難支援

○気候変動の影響評価と計画見直し
・河川整備基本方針等の計画見直し
・気候変動の影響評価

○流域治水の本格的実践
・事前防災対策を基本とした水害対策の推進
・流域治水プロジェクトの二級水系への拡大
・特定都市河川の指定等流域治水関連法の活用促進
・水災害ハザードエリアにおける土地利用・住まい方の工夫
・利水ダム等の事前放流の推進
・林野庁との連携による流域流木対策の推進

○リスクコミュニケーション

○予防保全への転換、戦略的維持管理
・予防保全段階にある河川管理施設等の老朽化対策
・下水道施設の老朽化対策

○整備・管理DX
・三次元点群データを活用した三次元河川管内図の整備
・UAV等を活用した施設巡視・点検

○カーボンニュートラルの推進
・下水道施設における創エネ・省エネの推進
・ダムにおける未利用水力エネルギーの活用推進

○グリーンインフラの活用
・流域治水プロジェクトにおけるグリーンインフラの取組
の推進

等

等

等

等

○流域治水DX
・洪水予測の高度化
・ダム運用の高度化
・デジタル技術を活用した災害対応の強化

・河川︓予防保全の考え方に基づく内水排除施設等の長寿命化対策実施率
（R元:0％→R7:100％）

・計画的な点検調査に基づく下水道管路の老朽化対策を完了した延長の割合
（R元:0％→R7:100％）

・三次元河川管内図の整備率（R元:17％→R7:100％）
・UAV等を活用した砂防関係施設の点検を実施した事業の割合（R2:約47％
→R7:100％）

・気候変動の影響を考慮した河川整備計画の策定数（R2:0→R7:20）
・気候変動影響を防護目標に取り込んだ海岸の数（ R元:0→R7:39 ）

・下水道分野における温室効果ガス排出削減量（H29:210万t→R7:352万t）
・貯留した洪水を放流する際の工夫による水力発電促進の取組開始（R3～）

・全国109水系においてグリーンインフラの取組を反映した流域治水プロ
ジェクトを改定（R3）

・最大クラスの洪水・高潮・内水に対し浸水想定範囲等を指定・周知している
一・二級河川数・海岸数・団体数（【洪水】R2:2027→R7:約17000、
【高潮】R2:5→R7:39(全海岸)、【内水】R元:15→R7:800）
・全国109水系において外水氾濫を対象に水害リスクマップを作成完了（R4）
・民間企業と連携し開発するデジタル・マイ・タイムラインを全国展開(R5~)

※第5次社会資本重点整備計画で設定されているKPI等を基に記載

・一級水系における水系・流域が一体となった洪水予測の推進（R3:0%→
R7:100%）

・一・二級水系の利水ダムにおける情報網整備率（R元:18％→R7:100％）
・オンラインでの被災状況の集約・共有を可能とする「TECアプリ」の本運
用（R5）

・戦後最大洪水等に対応した河川の整備率（【一級】R元:65％→R7:73％、
【二級】R元:62％→R7:71％ ）

・流域治水プロジェクトを策定した水系数（R元:0→R7:約550）
・特定都市河川の指定数（R4:100河川程度）
・雨水貯留浸透施設の設置等流域治水として流域対策に取り組む市町村数
（R元:536→R7:約900）

・事前放流の実施体制が整った水系の割合（R3:100%）
・直轄砂防事業を実施する全水系・山系のうち、流木対策が必要な35箇所にお
いて流木の発生抑制や捕捉・処理に関する流域流木対策計画を策定 （R8）

・21世紀末の未来に備える
ため、気候変動に対応し
た水災害対策へ転換

・事前防災対策を基本とし、
あらゆる関係者により流
域全体で行う「流域治
水」の本格的実践

・水災害リスクを踏まえた
まちづくり・住まいづく
りへの転換

・インフラ老朽化対策等によ
る持続可能なインフラメン
テナンスサイクルの実現

・カーボンニュートラル社会
の実現に向けた再生可能エ
ネルギーの最大限の導入

・データとデジタル技術を
駆使した社会資本や公共
サービスへの変革

・自然環境の機能を生かし持続
可能で魅力ある地域づくり

等

等

等

等
$,

○近年の世界各国における水災害の発生状況

○令和3年7月1日からの大雨による被害状況

○TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）の概要

○防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策 概要

○治水ダムの建設や利水ダムも含めた既設ダムの徹底活用を図るためのダム再生のより一層の推進

○河川事業における事前防災対策や再度災害防止対策のより一層の推進

○地方債に関する拡充・延長要望について

○防災・減災、国土強靱化に資する治水対策の効果事例

○特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（令和3年法律第31号）

○流域治水推進行動計画

○水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン

○水分野に関する本邦技術の海外展開の推進

○政府方針、予算推移等
政府方針での位置付け
令和４年度 水管理・国土保全局関係予算概算要求総括表
公共事業関係費（政府全体）の推移
水管理・国土保全局関係予算の推移

P.36

P.37

P.38

P.39

P.43

P.44

P.45

P.46

P.49

P.50

P.51

P.53

P.54
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【参考】近年の世界各国における水災害の発生状況

#'(*年における自然災害による経済損失9=!) （参考）#'(&年における自然災害による経済損失9=!)

ベネチア（"5!6年!!月）
大雨と記録的高潮が続き、
ベネチアの&'％が浸水。
死者&人。

タイ（&"!!年%月7!&月）
タイ北中部において継続的な降雨によ
り洪水被害が発生。%月下旬以降死者
$!*人。日系企業にも大きな影響。

フィリピン

（&"!+年!!月）
フィリピン中部に台風「LCBICA（ハイエン）」 が
上陸。死者・行方不明者が合計約)#'""人。
住宅被害は約!!'万戸に及んだ。

アメリカ（ &"!&年!"月）
#*日#'時頃、ハリケーン「サン
ディ」が米国ニュージャージー州
に上陸。米国等で死者!')人、
$""万世帯に及ぶ大規模な
停電が発生。

インド（&"!$年$月7!"月）
モンスーンの大雨によりケララ州の
広範囲で(*#,年以来の大規模洪水
が発生。主要ダムは放流を迫られ
た。死者'!)人。

ドイツ（&"&!年)月） アメリカ（&"!)年$月7%月）
8月25日、ハリケーン「ハービー」が
テキサス州に上陸。米国等で死者
107人。
経済被害額約 14兆円。
9月10日にはハリケーン「イルマ」
がフロリダ半島南部に上陸。
死者134人。

プエルトリコ（&"!)年%月）
米自治領プエルトリコがハリケーン
「マリア」に襲われ、壊滅的被害を
受けた。死者&#%)*人。

中国（&"&!年)月）

ラインラント・プファルツ州等で住
宅倒壊を伴う洪水が発生。死者
!$%人、行方不明者!.人。

河南省で「('''年に(度」とされる豪雨
による洪水が発生。死者+"&人、行方不
明者*"人。

インド（&"&!年)月）

インド西部で発生したモンスーンの大雨
により洪水、地滑りが発生。死者&!+人、
行方不明者$人。

○ 近年、世界各国においても水害が激甚化している中、日本においては、２０１９年に発生した台風１９号
及び１５号による経済損失がその年の世界の経済損失における１位、２位を記録。

＜近年の自然災害による経済損失ランキング＞
経済損失 経済損失

$-

!"#$%&'()*+,-.(/+*0#.12#&&3(4,-5#.(6#7.12#&&3(4,-5#.
写真：新華社1アフロ

写真：891アフロ

【参考】 年 月1日 らの大雨における被害状況

○%月上旬 ら中旬に けて 雨 が日本 近に停 し、各地で大雨とな た。%月(日 ら$日は、 の の地 で%#時 降水 が
上１位の を るな 、 地方 地方南部を中 に大雨とな た。%月%日 ら&日は、中国地方を中 に日降水 が$'' リを

る大雨とな た。%月*日 ら('日は、 島 を中 に 雨 が)'' リを る大雨とな た。%月(#日は、(時 降水 が 上(位の を
るな 、島 を中 に大雨とな た。

死者## 、行方不明者- 、住 の被害# )-) の甚大な被害が広範囲で発生 (。
災害発生 #-% （ 流等 #& 、地 り & 、がけ れ #$( ） #。 に の で発生した大規模な 流

により、人的被害、住 被害等の て甚大な被害が発生。
#*水系 -'河 で 河 等による被害が発生 #。
高 等(# (# 、 国 - * 、 等 -, で被災が発生 #。

1 「 年 月1日 らの大雨による被害及び 等の 状況（ 31 ）」（ 3年7月29日）
2 3年8月6日時

土石流による被害
（静岡県熱海市）

港湾への土砂流入
（静岡県熱海港伊豆山地区）

逢初川上流の崩壊源頭部
（静岡県熱海市伊豆山逢初川）

アジア ・ 日

逗子ICにおけるのり面崩落
（神奈川県逗子市）

地すべりによる被害
（長野県長野市）

沼田川水系天井川の堤防決壊
（広島県三原市）

本川水系本川からの氾濫
（広島県竹原市）

黄瀬川大橋の被害状況
（静岡県沼津市）

$%
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【参考】 TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）の概要

＜ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ※による災害対応＞
○大規模自然災害への備えとして、迅速に地方公共団体等への支援が行えるよう、平成20年4月にTEC-FORCEを創設し、本省災害対策本部長等の
指揮命令のもと、全国の地方整備局等の職員が活動。

○TEC-FORCEは、大規模な自然災害等に際し、被災自治体が行う被災状況の把握、被害の拡大の防止、被災地の早期復旧等に対する技術的な支
援を円滑かつ迅速に実施。

○南海トラフ巨大地震や首都直下地震をはじめ、大規模自然災害の発生が懸念されている中、令和3年4月には隊員数を約15,000人に増強（創設当
初約2,500人）。ドローン等のICT技術の活用や、排水ポンプ車等の資機材の増強など、体制・機能を拡充・強化。

ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの活動内容ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの活動内容

※4>3?@A13>（7BCDEFCGHI8.BJKBECLI9MENJMHI:;<98）：緊急災害対策派遣隊

災害対策用ヘリコプターによる被災状況調査

災害対策用ヘリコプター
「ほくりく号」

「ほくりく号」による千曲川上空の浸水調査

【 令和元年 東日本台風】
（長野県長野市上空）

【 平成27年口永良部島の火山活動 】
（鹿児島県屋久島町）

【令和2年7月豪雨 】
（熊本県錦町）

市町村へのリエゾン派遣

被災状況の把握Ku-SAT※による監視体制強化 自治体への技術的助言

排水ポンプ車による緊急排水捜索活動への技術的助言

【 令和3年7月1日からの大雨 】
（静岡県熱海市）

※Ku-SAT：衛星小型画像伝送装置

【 平成30年7月豪雨】
（岡山県倉敷市真備町）

【 平成28年 熊本地震 】
（熊本県南阿蘇村）

【 令和元年8月の前線に伴う大雨】
（佐賀県大町町）

（イメージ）
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派遣実績

※

113の災害に派遣※

※ 派遣回数については、リエゾン・JETTのみの派遣は除く。

防災・ 災、国 強 化の めの か年 速化対策 概要
【参考】防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策

国 強 化の を 速化・ 化する め、水 ・国 全局 は 野を対 に、令和 年 から令和
年 の か年 的・ 中的に対策を る。

治水対策（ 川・ 防・海 ・下水 ）

動の による災害の 化・ 発化に対応する め、 ら る が して
り 「 治水」の考え方に 、 ード・ フト 体とな 前防災対策を 速化。 川、 防、海 野に る施設 、 の

化対策

な施設 や施設 の 化の め、排水機
等の 化や、 元 ータ等の ジタ 技術を活用し

・施 の 化・省 化を る。

下水 施設の地震対策

大規模地震の発生リ が
る中 、公 衛生の強化

等の め、下水 や下水
等の 震化を実施。

川、 防、海 野に る防災 等の 化対策

の 行動等を支援する め、 雨 の 上を
え、 川・ の ータの 約化や や 川等と

の ト ー 化を るとともに、水害リ の充実や
かりやすい 発 、迅速な被災状況把握等を行う めの

強化等を実施。

対策前 対策後

水の による の 行 久 材 を活用し

監視・ 化により、緊急 に いても排水 が 能
（排水機 の 化イメージ）

ード・ フト 体とな 対策を

（ ）

化する風水害や する大規模地震への対策

防 全型インフラメン ン への に 化対策

川・ ・ 防・海 ・下水 施設の 化・長 命化等対策
早期に対策が 要な施設の ・ を 中的に実施し、 防 全型のインフラメン ン への を る。

国 強 化に する施策を 的に める め
の ジタ 化等の

水 の ト ー 化により、
をリ タイ に把握化し ポンプ設備の ・ により、災害のリ を

対策前 対策後

$

治水 第 802号令和３年 8月 31日発行



23

防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策 中長期の目標（１／３）
【参考】防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策

気候変動に伴い激甚化・頻発化する水害・土砂災害等に対応する国土強靱化の取組を加速化・深化させるため、
令和７年度までの５か年に追加的に必要となる事業を重点的・集中的に実施。

１ 激甚化する風水
害や切迫する大規模
地震等への対策

流域治水対策
（河川）

気候変動による影響を踏まえた、河川における
河道掘削、堤防整備、堤防強化、耐震対策、ダ
ム・遊水地の整備等を実施する。

関係者と協働し、ハード・ソフト一体となり、戦後
最大洪水や近年災害の洪水等に対応する事
前防災対策を推進し、浸水被害を軽減する。

令和!#年度頃 → 令和#$年度頃

流域治水対策
（下水道）

浸水被害の防止・軽減のための雨水排水施設な
ど下水道による都市浸水対策を実施する。

雨水排水施設等の整備により、近年浸水実績
がある地区等において、再度災害を防止・軽減
する。

令和#%年度→ 令和##年度

流域治水対策
（砂防）

地域の社会・経済活動を支える基礎的インフラを
保全する土砂災害対策を実施する。

地域の社会・経済活動を支える基礎的インフラ
の保全対策を完了することで、土砂災害が社
会・経済活動に与える影響を最小化し、国土強
靱化を図る。

令和!#年度→令和#$年度

流域治水対策
（海岸）

気候変動による海面水位の上昇等が懸念される
中、巨大地震による津波や東京湾をはじめとす
るゼロメートル地帯の高潮等に対し沿岸域にお
ける安全性向上を図る津波・高潮対策を実施す
る。

災害リスクの高い地域等における津波・高潮対
策の実施により、沿岸域の安全・安心を確保す
る。

令和!#年度→令和##年度

下水道施設の
地震対策

下水道管路の耐震化や下水処理場等における
躯体補強など下水道施設の耐震化を実施する。

耐震化により、防災拠点や感染症対策病院等
の重要施設に係る下水道管路や下水処理場
等において、感染症の蔓延を防ぐために下水
の溢水リスクを低減する。

令和!#年度 → 令和##年度

対策名 対策の内容 中長期の目標
本対策による

達成年次の前倒し

,'

防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策 中長期の目標（ ／３）
【参考】防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策

防保全 インフ
ラメン ンスへの

に向けた 化
対策

河川管理施設
の 化対策

化した河川管理施設の ・ を実施す
る。

防保全 管理に向け、 化した河川
管理施設を する。

本対策により、推進 となる。

河川管理施設
の高度化・
化対策

河川管理施設の 動 化・ 化を実施す
る。

化した小規模な 等の 動 化を完了
する。

本対策により、推進 となる。

ダム管理施設
の 化対策

化したダム管理施設の ・ を実施す
る。

化したダム管理施設の ・ を こ
とで、 切なメン ンス イクルを し、ダ
ム下流地域の安全・安心に 与する。

本対策により、推進 となる。

ダム管理施設
の 砂対策

洪水 容 内に した土砂等の を実
施する。

洪水 容 内に した土砂等の によ
りダムの 水 を向上させ、ダム下流の河
川 による被害を減 させる。

また、 砂対策の実施によりダムへの土砂流
を低減することで、ダム下流の河川 によ

る被害を減 させる。

本対策により、推進 となる。

砂防関係施設
の長 化対
策

長 化 に基 砂防関係施設の ・
等を実施する。

全度 において要対策と された砂防
関係施設に いて、 ・ 等を完了するこ
とにより、 施設に期 される が ・
確保され、下流域の安全性を 的に確保す
る。

本対策により、推進 となる。

海岸保全施設
の 化対策

事後保全 の海岸堤防等において、海岸保全
施設の の を図り、 ・ を実施す
る。

事後保全 の海岸保全施設の ・ を
完了させ、 施設に期 される が ・
確保され、沿岸域の安全性を 的に確保す
る。

本対策により、推進 となる。

下水道施設の
化対策

下水道管路の ・ を実施する。 化した下水道管路を 切に 管理・
することで、管路 等による道路 事

等の発 を防止する。

令和 年度 → 令和７年度

対策の内容 中長期の目標
本対策による

達成年次の前倒し
対策名

気候変動に伴い激甚化・頻発化する水害・土砂災害等に対応する国土強靱化の取組を加速化・深化させるため、
令和７年度までの５か年に追加的に必要となる事業を重点的・集中的に実施。

,
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防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策 中長期の目標（３／３）
【参考】防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策

３ 国土強靱化に関
する施策を効率的に
進めるためのデジタ
ル化等の推進

河川、砂防、海
岸分野におけ
る施設維持管
理、操作の高
度化対策

排水機場等の遠隔化や、３次元データ等のデジ
タル技術を活用した維持管理・施工の効率化・省
力化を図る。

排水機場、水門、樋門・樋管（無動力化の対象
を除く）約!<"""施設（うち排水機場は%""施設）
の遠隔操作化を完了する。

本対策により、推進可能となる。

河川、砂防、海
岸分野におけ
る防災情報等
の高度化対策

降雨予測の精度向上を踏まえ、河川・ダムの諸
量データの集約化・ネットワーク化を図るとともに、
川の防災情報等によるリアルタイム情報の充実
等を実施する。また、災害時の迅速な被災状況
把握及び災害対応の強化のための情報共有シ
ステムの強化等を行う。

１級水系および２級水系の利水ダムについて、
河川管理者とダム管理者との間の情報網整備
を進めることにより、水系におけるより効果的な
事前放流の実施やダムの貯水位に応じた避難
行動の的確な準備を可能とする。また、これま
で把握されていなかったその他河川における
災害リスク情報を明らかにすることで、住民の
適切な避難行動を確保する。

本対策により、推進可能となる。

対策の内容 中長期の目標
本対策による

達成年次の前倒し
対策名

気候変動に伴い激甚化・頻発化する水害・土砂災害等に対応する国土強靱化の取組を加速化・深化させるため、
令和７年度までの５か年に追加的に必要となる事業を重点的・集中的に実施。

,#

,

水ダムの 設や利水ダムも めた 設ダムの 活用を図るためのダム のより の推進

川 発（ ）

R3年度完成
流川 発（ 取ダム）

雨 川ダム（ ）

海ダム 川 発（ ）

成 ダム

利 ダム

水

川 発

川ダム （ ）
設 ダム

川ダム

ダム

川 川ダム １

本明川ダム

R4年度完成
野ダム

川ダム

川水系ダム
川 発（ ）

ダム等 （ ）

R4年度完成
川上ダム

作ダム（ ）

川水系 水 （ 中）

上川上流ダム（ ）

R4年度完成
・ （ ）

ダム（ ）

（ ） ダム

川中上流ダム（ ）

気候変動の により水害 頻発化・激甚化する中、 流の河川 を つことなく上流で 水を貯 すること で 、 流
の長い 間に たって水位を ること で るダムの は 重要になっている。

令和３年度において国土 省 管の 設ダム事業としては 国で66事業を実施しており、うち29事業は 設ダムの有効活用
を図るダム 事業として実施中。

このうち、 ・水 機 の事業として、令和3年度に2ダム、令和4年度に4ダム 完成予 。

・水 機
事業実施中ダム

取ダム（令和３年３ ）

野ダム（令和３年１ ）

ダム（令和３年 ） ダム（令和３年 ）ダム（ ）
川ダム

川上ダム（令和３年 ）

野 ダム（ ）

明 ダム（ ）

R3年度完成
ダム（ ）

ダム長 ダム （ ）

川上流ダム（ ）

１ たな流水 ダムとして ・ 中

治水 第 802号令和３年 8月 31日発行
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【参考】河川事業における事前防災対策や再度災害防止対策のより一層の推進

○ 気候変動に伴い、水害等の災害が激甚化・頻発化する中、全国どの地域でいつ発生してもおかしくないことから、達成すべき目
標等を明確にした中長期的な計画の下、関係者が一体となって事前防災を計画的に推進。

○ 平成３０年７月豪雨や、令和元年東日本台風をはじめとした近年の洪水により激甚な被害を受けた河川について、再度災害を
防止するための「緊急治水対策プロジェクト」に取り組んでいる。

<'(=(!'撮影

越流堤

排水門
荒川第二調節池

荒川第一調節池

荒川第三調節池

JR川越線

囲繞堤

荒川第二、三調節池の整備

大河津分水路の整備

小田川合流点付替え事業

,,

由良川（緊急対策特定区間）

加古川（緊急対策特定区間）

【参考】地 に関する ・ 長 について による

○ 国 の を る防災・ 災対策、国 化を国・ ・ が一体となって進めていくためには、国
けでなく、地 体の計画的・ 的な対策の推進が 。一 で、近年の災害の激甚化により、地

体が する区間・ においても甚大な被害が発生しており、地 体の が 大。

○ このため、 事業、 付 事業による けでなく、地 体 事業に対しても するた
め と して地 を してきたとこ 。

○ ,年度 では に対して緊急 推進事業 に下水 を 事業の対 に する等の
を 定。

緊急 災害防止対策事業

【対 事業】
「防災・ 災、国 化のための３か年緊急
対策」（平成30年12月14日 定）と して

する地 事業に き き、「防災・
災、国 化のための か年加 化対策」
（令和 年12月11日 定）を え、流域治
水対策等に する地 事業

【事業期間】
令和３年度 令和７年度（ 年間）

【事業 】
,０００ （令和 年度 ３,０００ ）

【 】
００ 付 ７０

等 推進事業

【対 事業】
長 化計画（ 計画）等に

き、 する地 事業

【事業期間】
平成 年度 令和３年度（ 年間）

【事業 】
,３ ０ （令和 年度 ,３ ０ ）

【 】
０ 付 ３０ ０

R4年度 では、 長 化計画（ 動計画）
に き、 の点 や 等の の ト 等
を るために な計画の しや事業を する
ため、大 ・ 長を する 定。

３年度 での

緊急 推進事業

【対 事業】
分 での 計画（河川 計画等）

に き、緊急的に する が る と
して 付けた河川、 、 防、治 、防災
点 業 ため池の にかか

る地 事業

【事業期間】
令和 年度 令和 年度（ 年間）

【事業 】
, ００ （令和 年度 ００ ）

【 】
００ 付 ７０

下水 を対 に するよ
定 ,

治水 第 802号令和３年 8月 31日発行
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<'年=月洪水 鶴田ダムの貯水位の変化
満水位 &="8".

事業前の貯水位&!!8".

今回の洪水流入前の貯水位&&=8%.

洪水を迎えるにあたっての
貯水位低下（更なる容量の増）

事業後の貯水位&#&8&.
事業による
洪水のための容量の増

$月'日 $月&"日 $月&&日

約&#.

約/.

約=.

【参考】防災・減災、国土強靱化に資する治水対策の効果事例 （１／３）

主な事業 事業費 対策期間

激特事業 約'=)億円 &!>～&"'

３か年緊急対策
※ただし諸費を除く 約!5!億円 &'5～<"

鶴田ダムの
洪水調節機能の強化 約=!!憶円 &!6～&'5

8
89

#'$

%=2

#&%

#2'
!/%

%%=

"

&""

#""

!""

%""

/""

&#時間 #%時間

雨量-.., 宮之城

0&28$ 1#8$ 1!8$

みやのじょう

宮之城雨量観測所（鹿児島県さつま町）
みやのじょう

凡例

実績浸水（外水）範囲（戦後最大の平成&2年$月洪水）
実績浸水（内水）範囲（戦後最大の平成&2年$月洪水）
大臣管理区間

ダムの断面
（イメージ）

既設の放流設備

鶴田ダムの洪水調節機能の強化（Ｈ'5(!5完）

事
業
前
の

洪
水
調
節
容
量

より低い位置に
放流設備を増設 利水容量

堆砂

事
業
後
の
洪
水
調
節
容
量

ダム
堤体

既往の対策が川内川における洪水被害を大幅に軽減
○川内川水系では、平成18年から「河川激甚災害対策特別緊急事業」、平成30年から「３か年緊急対策のための臨時・特別の措置」による河道掘削、平
成19年から鶴田ダムの洪水調節機能の強化を実施。

○令和３年７月の大雨は、戦後最大の被害をもたらした平成18年7月洪水時の大雨にも匹敵したが、既往の対策や、鶴田ダムにおける洪水を迎えるに
あたっての貯水位の低下により、本川からの氾濫を防止し、被害を大幅に軽減。

■3市2町（薩摩川内市、さつま町、伊佐市、湧水町、えびの市）の被害※（令和３年７月１９日時点）
死者数（２名→０名）、浸水面積（約2,800ha→約860ha）、浸水家屋（約2,350戸→約200戸）※平成18年7月洪水時の被害との比較

計画高水位

鹿児島県さつま町虎居地先（川内川37k700付近）

河川改修及び鶴田ダムの洪水調節機能の強化を
実施しなかった場合の水位※ AAʼ

約1.8m
水位低減

※H18年以前の河道断面を用いて今回出水流量時の水位を推算

今回ピーク水位

【川内川河道掘削量全体】
激特事業 ：約200万m3
３か年緊急対策等：約134万m3
河道掘削量 計：約334万m3

とらい

河道掘削
（激特事業）

築堤
（激特事業）

ダム満水位まで約６ｍ
に迫ったが、緊急放流
に至ることなく、下流
の浸水被害を軽減

,-

【参考】防災・減災、国土強靱化に資する治水対策の効果事例 （ ／３）

川水系 川における河川 事業の効果

○ 川水系 川では、令和3年7月1 からの大雨により、 にお て 雨量721mmを 、本 にお て既往最大の1,200m3/sに
る 1,000m3/s（ ）を した。

○ 年の河道 幅（ 川 ）【H17 H25】や河道掘削【H30 R2】 を実施した で、 １ の水位低減により氾濫を 、 浸水被害（ 被害
110 ）の を防止した。

（計 水位を約"5 ）

備
（L=約80m）河道

川

位置

河川 による水位低減効果

水位
水位低下

１
（ ）

（ 川 付近 0.8kp）

事業を しなか た の水位

水位（ ）

平成19年2月撮影

河道 前
（ 川 ）

河道 前（ ）

川

平成27年2月撮影

河道
（ 川 ）

川

水

（"( 付近）
水 年実施した河川

浸水範囲

&&"
水 約&/
水 約'""
水 約!!"

約% = .!

河

水

川

水

川

河道 （ ６）

備

備

前
川

河道

河道 のイメージ

河道

近年の河道拡幅や河道掘削等により、氾濫した場合に想定
される浸水被害（想定被害額約１１０億円）の発生を防止。

整備費
約45億円

想定被害額
約110億円

外水による
被害額０円

（外水氾濫なし）

※ の 今後の

河道
( )

（V=約12,000m3）

備
（L=約120m）

黄
瀬
川

河道掘削（ 4 6 m3）

,
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【参考】防災・減災、国土強靱化に資する治水対策の効果事例 （３／３）

土石流発生前
（!"#""#$%撮影）

土石流発生直後
&!'#(#")撮影*

全 景位置図

島根県出雲市
国富町中村

堰堤の諸元
堤長 6P==8".
堤高 0P&!8".

くにどみちょうなかむら

たんぼりがわ

丹堀川砂防堰堤

○ 令和３年７月１日からの大雨により、島根県出雲市国富町中村地区において土石流が発生。
○ 事前防災のために整備されていた砂防堰堤が約!<""".!の土砂を補足し、下流の人家!/戸への被害を未然に
防止した。

,&

流 水害対策 を する 川の 大

市 化の により 川整備 被害防止が な 川に 、

然 により な 川を対 に （ 国の 川に 大）

雨 の 大 に対 し、 整備の 化・ 治水 の しに 、 流・下流 川・ 川の流 を し、国、流 治 、
・ 、 ら る が して り む 流 治水 の 効 を高める み 流 治水 を整備する

○ 年、令和元年 日 令和 年７月 雨 、 国 地 水災害が 化・ 発化

○ の により、21 に 、 国 雨 １ １ 、 水発生 になる の

背景・必要性

（20 ）

法律の概要

流 治水の

１．流域治水の計画・体制の強化 【特定都市河川法】

２．氾濫をできるだけ防ぐための対策
【河川法、下水道法、特定都市河川法、都市計画法、都市緑地法】

川・下水 にお る対策の強化

水 の事前 流の 大を る （ 川

、 の 水 が参 ）の （ ・ ）

下水 水被害を防 雨を に

、整備を

下水 の の の策 を 、

川 から市 地への 流 を に防止

流 にお る雨水 対策の強化

区 を し、 川の 水・ 水

を する土地を

市 の 地を し、 を する

して

、補 、 例により、 治 ・ の雨

水 の整備を （ ・ ）

３．被害対象を減少させるための対策
【特定都市河川法、都市計画法、防災集団移転特別
措置法、建築基準法】

水防災に対 した ち くり の 、

い の

水被害防止区 を し、

の を事前 （ ）

防災 事 の の

により、 からの を

（ ）

災害 の なる の整備 地

区 の 水対策により、市 地の

を強化（ ）

水 に対 した の を中 川

大し、 を

に

る ・

に対する市町村の

・ によ て、

の 効

国土 大 による

の対 を

大し、災害 し

た土砂の 、

川を

堤防整備 の 対策を に （ ）

流 水害対策に る の の

国、 県、市町村 の が に し、 による雨水 対策の強化、

水 の土地 を

果を流 水害対策 に 、 に

４．被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
【水防法、土砂災害防止法、河川法】

,

【参考】 市 川 水被害対策 の を する （令和3年 31 ）
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あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」のイメージ

森林整備・治山対策
（林野庁）

水田貯留
（農水省）

ため池等の活用
（農水省）

雨水貯留浸透機能の向上
（財務省・国交省）

バックウォータ―対策
（国交省）

排水機場の整備
（農水省・国交省）

リスクが低い
地域への移転
（国交省）

学校・スポーツ
施設の浸水対策
（文科省）

海岸保全施設の整備（農水省・水産庁・国交省）

雨水貯留・排水
施設の整備
（国交省）

水災害リスク情報
の充実・提供
（国交省）

遊水地整備
（国交省）

河道掘削
（国交省）

治水ダムの建設・再生
（国交省）利水ダムの活用

（厚労省・農水省・
経産省・エネ庁・
国交省・気象庁）

集水域

河川区域

氾濫域

リスクの高い地域

気候変動の将来予測
（文科省・気象庁）

バイオマス発電等利活用
（国交省・環境省）

水防体制の強化
（消防庁・国交省）

交通ネットワークの確保
（国交省）

企業BCP策定支援
（経産省・国交省）

安全な避難先の確保
（内閣府・厚労省・
文科省・国交省）

防災教育の推進
（文科省・国交省
・気象庁）

グリーンインフラの活用
（農水省・国交省・環境省）

水害リスク補償の
安定的な供給
（金融庁）

氾濫域

○ 流域全体のあらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の着実な推進に向け、関係府省庁の連携策も含め各府省庁が展開する流域治水対策
について、今後の進め方や目標について集約した「流域治水推進行動計画」を流域治水の推進に向けた関係省庁実務者会議（１６省庁）にて作成。

○ 「気候変動の影響を踏まえた治水計画や設計基準類の見直し」「流域全体を俯瞰した総合的かつ多層的な対策」「事前防災対策の加速」「防災・減
災が主流となる社会に向けた仕組みづくり」により、流域治水を推進する。

避難体制の強化
（文科省・国交省・
気象庁・環境省）

森林整備・治山対策
砂防関係施設の整備
（林野庁・国交省）

流域治水推進行動計画

（１）気候変動の影響を踏まえた治水計画や設計基準類の見直し

・河川整備基本方針、河川整備計画等の計画の見直し
・気候変動予測モデルの高度化

（２）流域全体を俯瞰した総合的かつ多層的な対策

①ハザードへの対応
・河川堤防、下水道による雨水貯留・排水施設、砂防関係、海岸保全
施設の整備、治水ダム建設・再生
・利水ダムを含む既存ダムの洪水調節機能の強化
・流域の雨水貯留浸透機能の向上 ・戦略的な維持管理
②暴露への対応
・リスクの高い区域における土地利用・住まい方の工夫
・まちづくりや住まい方の工夫に必要な土地の水害リスク情報の充実
③脆弱性への対応
・水災害リスク情報の充実・提供 ・避難体制の強化
・避難行動を促すための情報・伝え方 ・安全な避難先の確保
・広域避難体制の構築 ・経済被害の軽減
・金融・保険業界に対する水害の回避・被害軽減のための情報提供
・関係者と連携した早期復旧・復興の体制強化

（３）事前防災対策の加速

・流域治水プロジェクト等による事前防災対策の加速化
・防災まちづくりに取り組む地方公共団体を支援
・農業水利施設の新技術の活用による防災

（４）防災・減災が主流となる社会に向けた仕組みづくり

・防災・減災の日常化
・規制手法や誘導的手法を用いた「流域治水」の推進
・経済的インセンティブによる「流域治水」の推進
・流域治水の調整を行う場の設置 ・グリーンインフラの活用

流域治水の推進に向けた関係省庁実務者会議（１６省庁）

内閣府・金融庁・財務省・総務省・消防庁・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・林野庁・
水産庁・経済産業省・資源エネルギー庁・中小企業庁・国土交通省・気象庁・環境省 )'

【参考】流域治水推進行動計画

【参考】水災害リスクを踏まえた防災まちづくりの イドライン（ 要①）

○ 、 な水災害が全国各地 生し、今後、気候変動の影響による 雨 の 加等により、 らに 化・ 化する とが る とか
ら、河川整備等と防災まちづくりの総合的・ 層的な取組により、水災害に強いまちづくりを目 す とが必要。

○ のような を け、国土交通省 「水災害対策とまちづくりの連携のあり方」 会を設置し、 2 8 に提 をとりまとめ。 ３ 、提
に基づ 、水災害ハザード情報の充実や防災まちづくりを進める考え方・手法を す「水災害リスクを踏まえた防災まちづくりの イドライン」を作成。

○本 イドラインの内 、水災害リスクを踏まえた防災まちづくりについて、 と る基本的な考え方を整理したもの。今後、各地域
の取組を通 て ら た 見を し、法制度の 等も踏まえ、必要に応 て見直し、充実。

１．防災まちづくりに活用できる水災害に関するハザード情報

２．地域における水災害リスク評価

②ハザードの特性や地域の状況に応じて、水災害リスクの評価項目を設定。
・人的被害（深い浸水による人の死亡、氾濫流による家屋倒壊 等）
・経済的被害（家屋、事業所資産の浸水被害、交通の途絶 等）
・都市機能上・防災上重要な施設（庁舎、医療施設等）の機能低下

①１．のハザード情報に加えて、暴露及び脆弱性の情報により、水災害による損
失を表す「水災害リスク」を評価。

水災害リスクが高い地区の抽出のイメージ

① 中 度 度 な被害を けるお のある地域のリスク ーブ
② 高 度 被害 けないが、 度 な被害を けるお のある
地域のリスク ーブ

③ 高 度と 度 被害を けるお のある地域のリスク ーブ

③ハザードの発生頻度ごとに
水災害リスクの大きさを評価し、
地域の水災害リスクの構造を把握。

②①の新たなハザード情報は、河川管理者等が、防災まちづくりの取組
主体である市町村との連携・調整のもと作成。

多段階の浸水想定区域図を用いた危険浸水深の発生しやすさの評価

①既に公表されているハザード情報に加え、防災まちづくりに活用できるハ
ザード情報（より高頻度の浸水想定や河川整備前後の浸水想定等）を新たに作成。

（ハザードを被る人命、財産等） （被害の受けやすさ）（洪水・雨水出水・津波・高潮、土砂災害）

浸水 ' （※） 上となる浸水 度
※水 避難が必要となる目安として 設

浸水 ' )
' ) 上 '
' 上) '

) ' 上 ' '

' ' 上
' ' 上 ' '

上浸水による事業
資産の被害リスク

い浸水による
的被害リスク

浸水による 機能上・防災上 要な施設の機能 下リスク

流による による 的被害リスク

地の による住 の による 的被害リスク

②で設定した項目ごとに①に従って水災害リスクを評価し、視覚化した上で、水災害リスクが高い地区を抽出。

'
' )'
)' 上

防災まちづくりの推進に当
たっては、流域全体のリスク
分担のあり方の検討など、
流域・広域の観点からの連
携が必要。

ガイドラインの全体像

)
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【参考】水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン（概要②）

３．水災害リスクを踏まえた防災まちづくりの方向性 ４．水災害リスクを軽減又は回避する対策

都市の歴史的な形成過程

都市計画の内容

人口・経済の動態

５．関係者間の連携
①上流・下流、本川・支川の治水バランスを確保し、流域全体で安全を
確保するため、流域・広域の視点から関係者が連携。

②関係部局間の連携体制の構築、各分野横断的な知識を有する人材
の確保・育成、専門家の協力体制の構築。

①２．で評価した水災害リスクを可能な限り避けることを原則としつつ、都
市の構造、歴史的な形成過程、人口・経済・土地利用の動態等を踏
まえ、地域の持続可能性やまちづくり全体との総合的なバランスを考慮し、
防災まちづくりの方向性を決定。

②水災害リスクが存在する区域ごとに、以下の方向性を検討。
1都市機能上の必要性等を勘案し、水災害リスクを軽減又はこれ以上増加させない
対策を講じながら、都市的土地利用を継続。

1残存する水災害リスクが大きいことが見込まれることから、都市的土地利用を回避。

②対策を計画的に実行していくために、防災まちづくりの目標を設定。
③地域にどのような水災害リスクが存在し、そのリスクを軽減又は回避するために
どのような対策を行う必要があるのか、地域の関係者との合意形成が図られ
ることが重要。

①３．の防災まちづくりの方向性の実現に向け、水災害リスクが存在する区域に
ついて、リスクを軽減又は回避するための対策を総合的に検討。

建築物の浸水対策
（脆弱性を小さくする対策）

土地利用の規制、
安全な区域への移転
（暴露を小さくする対策）

防災まちづくりの対策内容

避難路・避難施設の整備
（脆弱性を小さくする対策）

)#

【参考】水 する の の

⃝ の の る ・ を 、 の なイン ラ 要を り 、 の
経済成 る 要

⃝ を る た の の対 り、 的な 形成を するた 、
の 、 へ を な 、 する 要 る

防災 対 を た の

る 防災の の

・ の 的な ク を 、防災 の を
・ する 、 の を ン さ るた 、 防災
対 を 施

の防災 対
( 3 3 : Web形 )

・ する水害の 的な防災 の
を 、 水 の水害への
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を 用 た 水
を

（ # 市
水 ）

・ 水 る 対 地
を 、 の の整備 の イン ラ
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・ スへ
り 的・ 的 参画する 、

の を
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【参考】 骨太方針における主要事項の位置付け（水管理・国土保全局関係 主要部分抜粋）

防災・減災と国土強靱化

1 発災から10 年を迎えた東日本大震災で得られた経験も教訓に、切迫化する大規模地震災害、相次ぐ気象災害、火山災
害、インフラ老朽化等の国家の危機に打ち勝ち、国民の命と暮らしを守り、社会の重要な機能を維持するため、「国
土強靱化基本計画」に基づき、必要・十分な予算を確保し、自助・共助・公助を適切に組み合わせ、本年、具体化さ
れる気候変動への取組強化、防災・減災、国土強靱化新時代等の新たな動きと歩調を合わせて、女性、高齢者や障害
者など多様な視点を踏まえながら、ハード・ソフト一体となった取組を強力に推進する。

1 気候変動の影響により激甚化・頻発化する水害・土砂災害や高潮・高波への対策として、堤防・ダム・砂防堰堤・下
水道・ため池の整備、森林整備・治山対策、ダムの事前放流・堆砂対策、線状降水帯等の予測精度向上、グリーンイ
ンフラの活用、災害リスクも勘案した土地利用規制等を含むまちづくりとの連携など、流域全体を俯瞰した流域治水
を推進する。令和２年度豪雪も教訓に豪雪時の道路交通確保対策を強化する。本年２月の福島県沖を震源とする地震
被害も踏まえ、災害に強い道路、鉄道、海上交通ネットワークの構築等を推進する。

1 無電柱化、インフラ老朽化対策等を加速するとともに、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ等防災の体制・機能の拡充・強化、消防
団を含む消防防災力の充実、学校など避難拠点の防災機能強化、複合災害や熱中症対策など地域特性を考慮した避難
所の環境改善、ＮＧＯ等との官民連携、防災ボランティア等や気象防災アドバイザーの充実、次期気象衛星や防災デ
ジタルプラットフォーム及び防災ＩｏＴ等デジタル技術を活用した災害関連情報の高度化、要配慮者避難の促進等、
防災教育、船舶や医療コンテナの活用を含む医療体制の強化等による地域防災力の向上を図りつつ、事前復興の観点
を含め行政と住民等との災害リスクコミュニケーションを推進する。

1 中長期的な目標の下、取組の更なる加速化・深化を図るため、追加的に必要となる事業規模等を定めた「防災・減災、
国土強靱化のための５か年加速化対策」を推進し、引き続き、災害に屈しない国土づくりを進める。

分散型国づくりと個性を活かした地域づくり

1 地域の特色を活かした多様なスマート化を進めるとともに、道路や公園等の都市インフラや民間施設の利活用等を通
じ、ゆとりがあり居心地が良く歩きたくなるまちづくりを推進する。

),

（令和３年６月１８日閣議決定）

【参考】 の （水管理・国土保全局関係 主要部分抜粋） （１ ）

（１）"5)5年 に

）分 の

（ ・ ・土 ）

・ 水 の る 水 水 水
水 に関 る の #"#/年 に

・ の の に に 水 の に 水位 る に 水 に
の に る の の に関 る の #"#&年

水 の る

・ の に け の ・分
に る の る に 方 事 事 に

る

（ 関 ）

・ の の る の に る 理
の の 理 の の の の に

（ ） の 主 の国 ・国 の

・ 水 における ・ 管理の ・ #"#&年 に の る
に け B97・1Bに る 管理・ の

・ 水 の の の#"##年 の 定に け #"#&年 に における
理 置の る の 方 の る

（令和３年６月１８日閣議決定）

))
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（!5）インフラ、防災・交通・物流・都市の課題解決
ⅰ）インフラの整備・維持管理

・砂防施設のメンテナンスの効率化を図るため、水中部を含めた施設状態が把握できるグリーンレーザー搭載型9:5等を活
用し、得られたデータから施設変状を自動解析する:Q解析技術を取り入れた新たな維持管理手法を#"#&年度中に開発す
る。

ⅱ）防災・災害対応

・上流・下流や本川・支川の流域全体を俯瞰し、あらゆる関係者が協働して治水対策を行う「流域治水」を推進するため、全
国の河川において「流域治水プロジェクト」を策定し、戦後最大規模洪水等に対して概ね#"～!"年間で浸水被害を軽減す
る。また、流域治水関連法に基づき、水防災に対応したまちづくり、住まい方の工夫、国有地の活用も含めた雨水貯留対
策の強化、リスク情報空白域の解消等を推進し、「流域治水」の実効性を高める。

・既存ダムの洪水調節機能強化を進めるため、ダムの流域に着目した雨量予測技術の開発等の気象予測精度向上、1Bを
活用したダムの操作・判断支援のための技術開発、利水ダム等の事前の放流量増加のための施設改良等に取り組む。
また、#"#&年より、全国の二級水系においても事前放流の運用を拡大するとともに、利水ダム等の洪水調節機能の向上を
図るための法定協議会を設置する。

・河川管理の高度化・効率化のため、ドローン・画像解析技術等を活用した河川巡視のガイドラインを"5"!年度中に作成す
るとともに、航空レーザ測量等で得られた３次元点群データを堤防の変状把握等に活用する。

・豪雨災害対策のため、#"#&年度から線状降水帯に関する「顕著な大雨に関する気象情報」を発信するほか、１日半先まで
の河川の予測水位を災害対応へ試行的に活用するとともに、次期気象衛星や次世代スーパーコンピュータなどの最新技
術の導入、気象防災アドバイザーの拡充、更なる洪水予測の高度化及び地域防災支援の強化を進める。加えて、高潮・
高波予測の精度向上のため、1B動画解析による越波検知技術を導入し、予測と観測結果の比較検証を行う。

)-

【参考】 成長戦略での記載内容 （水管理・国土保全局関係 主要部分抜粋） （２／２）
（令和３年６月１８日閣議決定）

参考 令和 年度 水管理・国土保全局関係予 概 要

)

(A) (B) (A/B) (C) (D) (C/D)

1,141,567    949,156      1.20 1,007,150 851,715      1.18

1,122,662    933,134      1.20 989,378 836,684      1.18

18,905       16,022       1.18 17,772 15,031       1.18

29,476       25,050       1.18 29,476 25,050       1.18

29,476       25,050       1.18 29,476 25,050       1.18

100,802      83,328       1.21 52,392 43,659       1.20

1,271,845    1,057,534    1.20 1,089,018 920,424      1.18

<51,943> <1.00>
50,734       62,577       0.81 42,943 50,243       0.85

32,436       40,276       0.81 27,114 34,315       0.79

18,298       22,301       0.82 15,829 15,928       0.99

1,322,579    1,120,111    1.18 1,131,961 970,667      1.17

1,147        974          1.18 1,147 974          1.18

1,323,726    1,121,085    1.18 1,133,108 971,641      1.17

4

< >
4 9,000

1,700

 
4 22,077

24,530
 4
1 0
 1,773,172

6,249

<51,943>
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［参考］ 令和４年度 水管理・国土保全局関係予算概算要求総括表

（東日本大震災復興特別会計）

)&

単位：百万円

(A) (B) (A/B) (C) (D) (C/D)

4,312 8,932 0.48 4,094 7,433 0.55

4,312 8,932 0.48 4,086 7,433 0.55

- - - 8 - -

4,312 8,932 0.48 4,094 7,433 0.55

１．上記計数のほか、 社会資本総合整備（復興）（国費10,272百万円［省全体］）がある。
２．四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

災 害 関 連

公共事業関係 計

災 害 復 旧 等

災 害 復 旧

事 項

事 業 費 国 費

令 和 ４ 年 度 前 年 度
対 前 年 度
倍 率

令 和 ４ 年 度 前 年 度
対 前 年 度
倍 率

参考 関係 （ 全 ）

9.7 
9.0 

9.4 9.4 9.4 
8.4 8.1 7.8 7.5 7.2 6.9 6.7 7.1 

5.8 
5.0 4.6 

5.3 
6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.1 6.1 6.1 

0.8 0.9 0.8 

0.8 

5.9 

2.8 
2.1 1.9 

1.6 

0.2 1.1 

0.5 
0.6 

0.5 0.8 

1.7 

0.6 

0.3 

2.4 1.0 
0.4 0.6 

1.6 
1.0 

0.8 

1.6 
0.8 

1.7 

10.5 

12.2 

11.5 11.4 

10.0 

8.3 

8.9 

8.0 
7.8 

7.4 7.5 

8.8 

6.4 

5.3 

7.0 

6.3 6.4 6.6 

7.6 

7.0 

7.6 

8.5 

9.3 

0.0

5.0

10.0

15.0

H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

（ ）

9.5

�当
初
�

�補
正
�

会 本 特別会計
理

6,167

（ ）

会計計
6,825

14.9

（年度）

本表 予算 計 計
21年度予算 特別会計 （6,825 ） 会計計
23・24年度予算 年度
26年度予算 会 本 特別会計 （6,167 ）

災・ 災 国土 年 年度 令和 年度 予算 （ 災・ 災 国土 年 令和 年12 11日 ）

1.7

災・ 災 国土
年

災・ 災 国土
年

年
年度

)
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10,463 10,491 

11,046 

11,611 

12,193 

12,678 

13,169 

13,687 13,698 

12,638 
13,005 13,030 

12,701 

11,264 

10,852 

10,329 

9,844 

9,438 

9,058 
8,689 

8,404 

6,343 
6,098 6,115 6,122 

7,927 7,947 7,953 7,956 7,961 
8,471 

8,665 8,768 

10,366 

59 54 

53 53 54 54 54 

156 

297 
437 

524 

1,941 
1,973 

1,875 

3,982 

350 

4,258 

1,231 
103 

6,982 

2,960 2,683 3,172 

2,691 

871 

571 

510 
829 

895 

2,760 

337 849 

3,004 

1,006 

249 
736 977 

634 

1,750 

2,446 

4,060 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

補正予算

臨時・特別の措置額

下水道事業関係費

当初予算

（億円）

※災害復旧関係費、行政経費は除く。（下水道事業関係費については!"#から）
※Ｈ２２以降については、他に社会資本整備総合交付金等がある。

社会資本整備事業特別会計の
廃止に伴う経理上の変更増分
$%&&'億円を含む

社会資本整備総合交付金等へ
の移行分"%$()億円を除く

臨時・特別の措置に伴う増分$%)*(億円
個別補助事業化に伴う増分("#億円
消費税率の引上げに伴う影響額を含む

!"#$% 水管理・国土保全局に改組

下水道事業予算を含む

当初予算（下水道事業予算）

当初予算（河川・砂防・海岸事業予算）

臨時・特別の措置に伴う増分
$%)#$億円

個別補助事業化に伴う増分
'+&億円

消費税率の引上げに伴う影響額
を含む

※!"&～

10,935

10,569

［ ］

9,204

※［ ］は下水道事業予算、臨時・特別の措置を含めた水管理国土保全局関係の当初予算の計

［ ］

［ ］

個別補助事業化に伴う増分""&億円を含む

【参考】 水管理・国土保全局関係予算の推移

概算
要求

この他、事項
要求として

「防災・減災、
国土強靱化
のための

５か年加速化
対策」がある

'(
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「マイ・タイムライン」を作ろう！
８割以上の人が、「マイ・タイムライン」の有効性を実感※。
一人ひとりのタイムライン（防災行動計画）を作って、
災害を「我がこと」として考えることが重要です！
※マイ・タイムラインかんたん検討ガイドより

「ハザードマップポータルサイト」で
災害リスクを確認！

洪水や土砂災害、津波、道路防災情報など、
水害のおそれがある場所を地図で表示します。

「逃げ遅れゼロ」実現に向けて

リスク情報を自ら取得して、
着実な避難を実施することが重要です！
日頃から

大雨の時

避難の時

（この冊子は、再生紙を使用しています。）

逃げキッド

マイ・タイムライン
かんたん検討ガイド

ハザードマップ
ポータルサイト

「川の防災情報」でレーダ雨量、
河川水位、カメラ画像などをチェック！

大雨の時に必要となる川の情報を
リアルタイムで確認することができます。

川の防災情報

逃げなきゃコール

あらかじめ
準備を

地点登録で
簡単アクセス！

「逃げなきゃコール」を事前に登録！
離れた場所でも、家族など大切な人の防災情報を
プッシュ通知で受け取ることができます。

非常時には早めの避難を！
避難指示など行政が発信する情報のタイミングで避難！
非常時には、ためらわずに行動することが大切です。

「逃げなきゃコール」で家族の避難を後押し！
あなたの一声が大切な人を災害から守ることにつながります。

34
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令和３年度「土砂災害防止月間」の取り組みを終えて

　「土砂災害防止月間」は毎年各地で頻発する土
砂災害に鑑み、土砂災害に関する防災知識の普及、
警戒避難体制の整備促進等の運動を強力に推進
することにより、土砂災害防止に対する国民の理解
と関心を深め、人命、財産の被害の防止に資するこ
とを目的として、昭和57年の長崎豪雨災害を契機に、
翌昭和58年度から実施しており、今回で39回目と
なりました。
　今年度は新型コロナウイルス感染症拡大のため、
実施内容を見直した部分もありますが、６月１日から６
月30日までの期間において、全国各地で様々な取り
組みが実施されました。以下、土砂災害防止月間で
の取り組み内容を紹介します。

１．土砂災害防止功労者表彰
　土砂災害防止月間では、土砂災害の防止に関し
て顕著な功績があり、他の規範として推奨に値する
と認められる個人又は団体に対して国土交通大臣
表彰を行っています。今年度は、以下の個人２名、５
団体が受賞となりました。
▽受賞者
【個人】（敬称略）
　久保　榮子（和歌山県那智勝浦町）
　北　俊夫（（一財）総合初等教育研究所参与）
【団体】
特定非営利活動法人  篠原の里
（神奈川県相模原市）
丈ケ山ファンクラブ（新潟県上越市）
特定非営利活動法人 長野県砂防ボランティア協会
（長野県長野市）
下呂市小坂町大垣内区（岐阜県下呂市）
河内地区自主防災会連合会（広島県広島市）

２．令和３年度「土砂災害・全国防災訓練～避難
　　の声かけ、安全の確認～」の実施
　「土砂災害・全国防災訓練」は、全国で土砂災害
防止に向けた実践的な訓練を行うことを目的に、平
成18年度から毎年実施しています。

　今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の
観点から、土砂災害に関する防災訓練等の取り組
みの実施に当たっては、「新型コロナウイルス感染
症対策の基本的対処方針」等を踏まえ、新型コロナ
ウイルス感染防止策を講じた上で実施しました。全
国で延べ約28,700名が参加し、ハザードマップ等
による危険箇所及び避難経路の確認を行う避難訓
練や、土砂災害時の対応に備えるべく避難情報の
判断及び伝達や避難場所開設を想定した総合的な
防災訓練等を行いました。

はじめに

密に配慮した避難訓練
（上：避難者受付、下：避難場所開設）（静岡県）

３．土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所及び避
　　難場所・避難経路等の周知・点検の実施
　土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所及び避
難場所・避難経路等を住民に周知するため、危険箇

国土交通省水管理・国土保全局
砂防部砂防計画課
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所を有する全国の市町村がハザードマップ等の各戸
配布、講習会等の開催、広報誌・市町村ホームペー
ジ等への掲載、現地表示看板の設置等に取り組み
ました。その際、土砂災害の危険性の理解促進のた
めの情報、避難の好事例の紹介など住民自身による
避難行動の重要性に関する理解促進のための情報、
定められた避難所への避難が困難になった場合に
近隣のより安全な場所へ避難する「次善の策」の考
え方等、住民自らが土砂災害から命を守るための情
報についても住民に説明を行いました。
　また、土砂災害防止月間中に全国で約4,000箇
所の土砂災害危険箇所の点検、約250箇所の避
難場所、約240箇所の避難経路の点検を行い、延
べ約5,500名が参加しました。

避難経路の確認（埼玉県）

危険箇所の点検（山形県）

要配慮者利用施設向け説明会（鹿児島県）

砂防設備点検（岐阜県）

４．要配慮者利用施設における説明会等の開催
　平成29年5月の土砂災害防止法改正に伴い、都
道府県職員が社会福祉施設などの要配慮者利用
施設に対して、ハザードマップ等による情報提供や
土砂災害についての説明、施設利用者が安全に避

難するための避難確保計画の策定等に関する説明
を各地で行っています。
　今年度の土砂災害防止月間中には約610の施
設に対して土砂災害の危険性を周知する説明会な
どを開催し、また、約810の施設において避難確保
計画の作成、避難訓練の実施等に係る支援・助言
を実施し、土砂災害関係の情報収集方法等につい
て確認を行いました。

５．砂防設備等の点検及び砂防指定地等の周知・
　　点検の実施
　砂防設備、急傾斜地崩壊防止施設及び地すべり
防止施設の定期巡視点検及び安全利用に資する
点検を関係機関やボランティア等と連携して実施し
ました。
　今年度は約7,400施設の点検を行い、延べ約
3,900名が参加しました。点検の結果を踏まえ、老
朽化した施設の修繕や砂防指定地看板の交換、倒
木の撤去、転落防止柵の補修等を実施するとともに、
砂防指定地等の周知も行い、本格的な雨期に備え
ました。
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砂防教室（青森県）

VRを用いた防災学習（大分県）

６．住民、教育関係者、小中学生等を対象とした
　　講習会・見学会等の開催
　土砂災害の現状や的確な避難行動をとるための
知識を普及することを目的に、ハザードマップや土砂
災害警戒情報等を活用した実践的な防災教育、啓
発を行うための講演会・見学会等が開催され、約
12,600名が参加しました。
　講習会・見学会等については、新型コロナウイルス
感染症拡大防止の観点から、３密防止等の対策を講
じた上で実施されました。砂防設備の見学や避難経
路の視察を伴うフィールドワークやVR機器を用いて
土砂災害を体験する取り組みなども行われました。

８．全国砂防関係工事安全施工管理技術研究発表
　　会優秀論文等の表彰
　全国砂防関係工事安全施工管理技術研究発表
会（主催：全国砂防関係工事安全施工管理技術研
究発表会実行委員会）は、長野・新潟両県境の蒲原
沢の砂防工事現場において、平成８年12月に発生
した土石流災害（作業員14名が犠牲）の教訓を踏ま
え、施工条件が厳しい砂防関係の工事現場における
安全対策について、行政と民間が共同で安全施工
に関する研究や対策の情報共有を行い、技術の研
鑽を図ることを目的として毎年６月に開催しています。
　今年度は22回目となりますが、新型コロナウイル

７．土砂災害対策の取り組み事例等に関する広報
　　活動の実施
　土砂災害の記録や教訓、土砂災害を防止するた
めのハード・ソフト両面の取り組みその他土砂災害
防止月間での行事内容についての広報を実施しまし
た。多様な世代層への普及も念頭に、講演会や現
地見学等による講義、都道府県・市町村広報誌へ

の掲載、新聞、テレビ、ラジオ、パネル展示、SNS等
の多種多様な媒体を通じて積極的に実施し、土砂
災害の恐ろしさや砂防事業の取り組み、土砂災害か
ら身を守るための早めの避難や日頃からの備え等に
ついて周知を行いました。

土石流危険渓流点検のTwitter掲載（日光砂防事務所）

土砂災害パネル展＠イオンモール（奈良県）

治水 第 802号令和３年 8月 31日発行
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　今年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響
で多くの人が集まるイベントの開催等が難しい状況
であり、昨年度に引き続き感染拡大防止に配慮しな
がら点検や訓練、説明会を実施する運びとなりまし
た。砂防知識に関する座学講習やフィールドワーク
を伴う勉強会のみならず、新聞やテレビ、ラジオ、
SNS等の各種メディアを用いた積極的な広報活動
の実施により、土砂災害に対する防災意識向上が
図られたものと認識しております。また、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止に配慮した避難所の開設、
運営訓練も実施されており、コロナ禍に対応した取
り組みも各地で見られました。
　毎年多くの土砂災害が発生している現状を踏ま
えると、砂防施設等の整備だけでなく、日頃から行政、
専門家、ボランティア、地域住民が連携して警戒避
難体制を強化していくことが必要になります。土砂
災害防止月間の取り組みをはじめ、土砂災害防止
に向けた活動を継続的に行うことで、土砂災害によ
る犠牲者ゼロを目指していくことが重要です。
　引き続き、都道府県、市町村、専門家、ボランティ
ア、地域住民及び関係の方々のご理解、ご協力をお
願い致します。

おわりにス感染症拡大防止の観点から会場での論文発表や
表彰式等は取りやめ、優秀論文執筆者による発表
動画をオンデマンド方式で閲覧できるようにして開催
し、表彰状については個別に授与する形式としました。
直轄砂防発注工事関係６編及び都道府県発注工
事関係２編の優秀論文に加え工事安全の視点に限
らず生産性向上や働き方改革の創意工夫等の有益
な知見をもたらす事例についての論文（特別賞）１件
が対象であり、オンデマンド配信の聴講希望者は約
500名にのぼりました。
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簗川ダム竣工式
岩手県県土整備部河川課

■ダム下流面図

<ダム事業の経緯>
◆昭和53年度:予備調査着手（県単独）
◆昭和62年度:実施計画調査着手
◆平成4年度 :ダム建設事業採択
◆平成8年度 :湛水区域補償基準妥結調印
◆平成24年度:付替道路一般国道106号「簗川道路」
（復興道路）開通
◆平成26年度:本体工事請負契約締結
◆平成27年度:付替道路主要地方道盛岡大迫東和線
「簗川工区」開通
◆平成29年度:本体工事コンクリート初打設、定礎式開催
◆令和元年度:本体工事コンクリート打設完了式開催
◆令和2年度:試験湛水開始、サーチャージ水位到達
◆令和3年度:試験湛水終了、竣工式開催

<流量配分図>
ダム地点の計画高水流量580㎥/sのうち、480
㎥/sの洪水調節を行い、北上川合流点の簗川橋
基準点において基本高水流量780㎥/sを計画高
水流量340㎥/sに低減し、簗川沿川地域を水害
から防御します。

■ダム標準断面図

　簗川ダムは、岩手県盛岡市に位置する多目的ダムです。
　一級河川簗川は、過去に幾度も洪水による被害が
発生していたことから県では昭和53年度から予備調査
に着手し、昭和62年度から実施計画調査、平成4年度
にダム建設事業に採択され事業を進めて参りました。

　平成24年度には付替道路となる一般国道106号
「簗川道路」（復興道路）が開通し、平成29年度には
本体工事に着手し、令和2年10月からの試験湛水を経
て令和3年6月に堤体工事が完成、7月1日より運用を
開始しました。

1. 事業概要

　ダムの運用前に実際に流水を貯留しダム堤体及び
貯水池周辺の安全性を確認する「試験湛水」を令和
２年10月２日から開始しました。
　令和３年３月19日にサーチャージ水位に到達した後、
２４時間水位を保持し、その後１日１ｍ以下のスピード
で水位を降下させ令和３年４月３０日に試験湛水を完
了しました。

2. 試験湛水

<ダム構造図>
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テープカット・くす玉開披

記念碑除幕

　令和３年７月18日（日）、例年より早く梅雨明けした炎天の下、現地において竣工式が執り行われました。式典には
関係者をはじめ約90名の出席をいただきました。
　達増拓也岩手県知事の式辞に続いて、共同事業者である谷藤盛岡市長、高橋矢巾町長の挨拶、稲田雅裕東
北地方整備局長などから祝辞をいただきました。
　そのほか、代表者による記念碑除幕、テープカットやくす玉開披等が行われ、建設採択から29年の歳月を経てダ
ムが完成しました。

3. 竣工式

　岩手県では、近年の激甚化する豪雨災害に対して、国を始め関係機関が一体となってハード対策とソフト施策を
組み合わせた防災・減災対策に取り組んできたところであり、今後、更に流域のあらゆる関係者が協働して治水に取
り組む「流域治水」を進めて参ります。

4. おわりに
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◆流域概要図◆

椛川ダム竣功式
香川県土木部河川砂防課

　椛川ダムは、香川県高松市の奥座敷である塩江町を流れる二級河川香東川水系椛川に位置する、洪水調
節、流水の正常な機能の維持、新規水道用水の供給、異常渇水などの緊急水補給の４つを目的とした多目的ダ
ムです。
　香東川は木田郡三木町の高仙山に源を発し、高松市塩江町を西流、流路を北に変え高松市の中心市街地
西部を流れ瀬戸内海に注ぐ延長約３３km、流域面積約１１３㎢の香川県を代表する二級河川です。
　香川県の気候は、梅雨期と台風期に降雨が集中するものの、年間の降雨量は極端に少なく日照時間が多い
という特徴があります。
　香東川流域においても、洪水と渇水が繰り返されてきた歴史があります。平成２年の台風１９号や平成１６年
の台風２３号などによる洪水では多くの浸水被害が発生しました。その一方で、香東川流域を流れる水は古くから
かんがい用水や水道用水として利用されてきたことに加え、近年では、下流域において人口の集中や土地利用
の高度化の進展等に伴う水需要が高まってきています。特に、平成６年の大渇水では、高松市の水道は夏期に
１か月もの長期間にわたり１日１９時間の断水が続き、市民生活や経済活動に大きな打撃を受けました。
　このようなことから香東川流域では、抜本的な治水対策はもとより、利水においても早急な対策が望まれてお
り、椛川ダムには大きな期待が寄せられています。
　椛川ダム事業は、平成３年度の予備調査に始まり、平成６年に実施計画調査を開始し、平成８年に建設事
業に着手しました。予備調査の着手から約３０年の歳月を経て、この度ダム本体工事の竣功を迎えることができ
ました。

　椛川ダムは、堤高８８．５ｍ、堤頂長２６５．５ｍ、総貯
水容量１，０５６万㎥の重力式コンクリートダムです。香
東川水系では２基目、香川県土木部が管理するダム
としては１６基目のダムであり、堤高と総貯水容量に
おいて香川県内最大規模となります。
　ダム本体建設工事は、平成２６年１０月に大成・飛
島・村上特定建設工事共同企業体と工事請負契約
を締結し、平成２８年１２月のダム本体コンクリートの
初打設から３年８か月の歳月をかけ令和２年７月にダ
ム本体コンクリートの打設を完了、令和３年３月２日か
らは試験湛水を開始し、その後、仮排水路の閉塞工
事等を進め、令和３年７月にダム本体工事の竣功を
迎えました。今後は、残る付替道路工事や周辺整備
工事を進め、令和３年度の事業完了を目指します。

1. 事業概要
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（図－１） 令和２年度土砂災害防止月間ポスター

◆貯水容量配分図◆

◆標準断面図◆

◆ダムの施設概要◆

◆下流面図◆
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◆民話パネル・銘板除幕◆◆テープカット・くす玉開披◆

◆ダム上空写真◆◆万歳三唱◆

　令和３年７月２７日(火)に、椛川ダム竣功式を右岸湖畔広場及びダムサイトで執り行いました。当日は、盛夏の
強い日差しの中、浜田香川県知事、大西高松市長、地元選出国会議員、地元関係議員、四国地方整備局長、
施工者、地権者および地元代表者の方々など、約６０名にご出席いただきました。式典では、浜田香川県知事及
び大西高松市長から式辞を行うとともに、ご来賓の方々からご祝辞を頂戴するなどしました。その後、テープカット・
くす玉開披、民話パネル・銘板除幕を華やかに行い、最後に参加者全員で万歳三唱して、長年の歳月を要したダ
ムの竣功を祝い閉式としました。

2. 竣功式

　椛川ダムは、香東川の洪水調節能力の向上や新規水道用水の安定供給を可能とすることで、県民生活の安
全安心に大きく寄与していくものと考えております。
　これまでの間、地元住民及び関係自治体等の関係者の皆様のご理解とご協力、また関係機関の皆様からの
貴重なご指導など、多くの方々のご協力に支えられて、無事に竣功することができました。本稿をお借りして心より
深く感謝申し上げます。

2. おわりに
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